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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　圃場において、圃場での作業を行うトラクタの作業ラインを含むガイダンスラインを作
成して操作者に表示するガイダンスパートを備え、さらに、前記操作者がタッチして開始
点Ａの位置を設定するＡボタンと、前記操作者がタッチして途中点Ｂの位置を設定するＢ
ボタンと、前記操作者がタッチして終了点Ｃの位置を設定するＣボタンと、を備えたガイ
ダンスパートを利用して、前記トラクタのナビゲーションを行う圃場ガイダンス方法にお
いて、
　前記ガイダンスパートが、前記トラクタの圃場内での走行の際に、前記操作者が前記Ａ
ボタンをタッチして指示した開始点Ａの座標を入力するステップと、
　前記ガイダンスパートが、前記トラクタの圃場内での走行の際に、前記操作者が前記Ｂ
ボタンをタッチして指示した途中点Ｂの座標を入力するステップと、
　前記ガイダンスパートが、前記開始点Ａと途中点Ｂを結ぶ線分に基づいて作業ラインを
求めるステップと、
　前記ガイダンスパートが、前記トラクタの圃場内での走行の際に、前記操作者が前記Ｃ
ボタンをタッチして指示した終了点Ｃの座標を入力するステップと、
　前記ガイダンスパートは、前記途中点Ｂの座標が入力されていた場合でも、前記終了点
Ｃの座標が入力された場合は、前記開始点Ａと前記終了点Ｃを結ぶ線分に基づいて作業ラ
インを求めるステップと、
　を含むことを特徴とする圃場ガイダンス方法。
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【請求項２】
　請求項１記載の圃場ガイダンス方法において、
　前記ガイダンスパートは、前記ガイダンスラインを表示する表示手段を備え、
　前記表示手段が、前記ボタンＡと、前記ボタンＢと、前記ボタンＣと、を表示するステ
ップと、
　前記表示手段が、前記求めた作業ラインを表示し、前記操作者に、前記作業ラインの方
向である進行方向を認識させるステップ、
　を含むことを特徴とする圃場ガイダンス方法。
【請求項３】
　圃場において、圃場での作業を行うトラクタの作業ラインを含むガイダンスラインを作
成して操作者に表示するガイダンスパートを備えたガイダンスシステムにおいて、
　前記ガイダンスパートは、前記操作者がタッチして開始点Ａの位置を設定するＡボタン
と、前記操作者がタッチして途中点Ｂの位置を設定するＢボタンと、前記操作者がタッチ
して終了点Ｃの位置を設定するＣボタンと、を備え、
　前記ガイダンスパートは、前記トラクタの圃場内での走行の際に、前記操作者が指示し
た開始点Ａの座標を入力し、
　また、前記ガイダンスパートは、前記トラクタの圃場内での走行の際に、前記操作者が
指示した途中点Ｂの座標を入力し、
　また、前記ガイダンスパートは、入力した前記開始点Ａと入力した前記途中点Ｂとを結
ぶ線分に基づき作業ラインを求め、
　前記ガイダンスパートは、前記トラクタの圃場内での走行の際に、前記操作者が指示し
た終了点Ｃの座標を入力し、
　前記ガイダンスパートは、前記途中点Ｂの座標が入力されていた場合でも、前記終了点
Ｃの座標が入力された場合は、入力された前記開始点Ａと入力された前記終了点Ｃとを結
ぶ線分に基づいて作業ラインを求めることを特徴とする圃場ガイダンスシステム。
【請求項４】
　請求項３記載の圃場ガイダンスシステムにおいて、
　前記ガイダンスパートは、前記ガイダンスラインを表示する表示手段を備え、
　前記表示手段は、前記Ａボタンと、前記Ｂボタンと、前記Ｃボタンと、を表示し、
　前記表示手段は、前記求めた作業ラインを表示し、前記操作者に、前記作業ラインの方
向である進行方向を認識させることを特徴とする圃場ガイダンスシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、圃場での農作業において、トラクタ等の作業経路を効率よくナビゲーション
するガイダンスシステムに関する。特に、トラクタの進行ルートを示すガイダンスライン
の作成に特徴を有するガイダンスシステム及びそれに関連する技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　（１）トラクタによる農作業（圃場を耕す作業等）
　従来、圃場において、トラクタを用いた農作業を行う場合、通常は直線状の走行を繰り
返して圃場の全面をくまなく農作業することが多かった。このような直線状の走行の場合
、走行開始点、走行終了点に旗を立て、この旗を目印にして走行開始点から走行終了点ま
で、操作者がトラクタを運転していた。この方法では、経路の途中では特に目印が無く、
操作者の感覚に依存した走行が行われていた。　
　なお、圃場にマークを付けられる場合は、始めの１行程目ではポールなどを使用し、作
業を行うと同時に圃場にマーカと呼ばれる横バーの先端に突起を付け、次の行程の作業幅
分スライドした目標ラインを地面にマークしていく方法がとられる。
【０００３】
　しかし、旗を立てても、圃場に傾斜地・起伏等が存在する場合は、走行終了点の旗が見
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えずに視認できないまま走行する必要がある場合もあった。また、夜間を行う場合は、暗
くて旗が見えないだけでなく、周囲の目印となる建造物や自然物等も見ることができず、
作業は困難になることもあった。
【０００４】
　次の作業ラインにトラクタが進入する際には、枕地の部分で次の行程の目標ラインにま
っすぐに進入する必要があるが既存のガイダンスでは、そのためのガイドラインの生成は
行われていなかったため、まっすぐに進入することが好適であるが、特に目印がない状態
で進入しているので、次の作業ラインに進入した直後では、若干トラクタ等が蛇行してし
まう現象も生じていた。
【０００５】
　（２）ガイダンスシステムの活用
　上述したように、圃場の農作業においては、トラクタが直線状の走行を繰り返して行う
ことによって農作業が行われることが多い。この点に着目して、走行開始点から走行終了
点までの走行を一回行えば、そのルートを平行移動した複数のルートを圃場の上で構築し
て、地図上にそのルートを表示したガイダンスシステムが、近年、広く活用されている。
【０００６】
　このガイダンスシステムによれば、トラクタの位置が上記のルート上にあるか、外れて
いるかが画面上に表示されるので、操作者は目印を特に設定しなくてもトラクタ等による
農作業を効率よく行うことが可能になった。
【０００７】
　このようなガイダンスシステムにおいては、上記ルートは、一般にガイダンスラインと
呼ばれている。ガイダンスラインは、例えば矩形の圃場において、一般に下記のように作
成される。
【０００８】
　（ａ）最初に１回トラクタが圃場のある１辺に沿って、一方端から他方端まで一直線的
に人の運転によって走行を行い、その直線状のルート（初期の作業ライン）を記録する。
図２０（ａ）を参照されたい。
【０００９】
　（ｂ）記録したルートを対象である圃場の敷地内で所定量平行移動していくことによっ
て、複数の直線状のルート（作業ライン）を作成する。図２０（ｂ）を参照されたい。
【００１０】
　（ｃ）作成した複数の直線状のルート（作業ライン）の集合体を、「ガイダンスライン
」として定義する。図２０（ｃ）を参照されたい。
【００１１】
　概ね、このような流れで、ガイダンスラインが作成されている。
【００１２】
　先行技術文献
　下記特許文献１には、圃場の作業車両の運転時に、作業軌跡や進行方向などを車両上で
モニタすることが可能なシステムが開示されている。
【００１３】
　また、下記特許文献２には、農作業用作業線の表示装置が開示されている。特に、等高
線に基づき、作業線が作成されることを特徴とする。
【００１４】
　また、下記特許文献３には、トラクタ等の経路の計算に関する技術が開示されている。
特に、トラクタが牽引するトレーラーの有無に応じて、作業ライン（圃場における上述し
たルート）の間隔を変化させて最適な経路を算出することができる発明が開示されている
。　
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１５】
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【特許文献１】特開平１０－０６６４０３号公報
【特許文献２】特開２００８－０１７７３５号公報
【特許文献３】特開２００８－３０４４１２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１６】
　（１）熟練していない者が、感覚にのみたよってトラクタを走行させる際に、直進性が
損なわれる場合も想定される。その結果、農薬散布や作付け等の作業も非効率となりがち
であり、作業時間の増大や、作物品質の低下などを招く恐れもあった。
【００１７】
　従来から知られているガイダンスシステムによれば、一応その課題を解決できるが、ガ
イダンスラインの作成の際、最初の１ルートは人間の運転によって構築する必要があるの
で、結局、最初のルートが正確に運転されなければ、ガイダンスラインの全体が良好に作
成されず、結局は非効率な作業となってしまう可能性もある。
【００１８】
　（２）一般に、圃場における農作業では、トラクタによる作業幅の分だけ、ルート（作
業ライン）を平行移動させていくことによって、未作業部分が無いように、トラクタを走
行させている。この幅は、作業の内容によっても変化するし、また、牽引するトレーラー
の幅によっても調整する必要がある。また、農薬散布等の場合は、作業に重複部分がある
と「散布しすぎ」となってしまい、作物の生長に影響が出てしまう場合もある。したがっ
て、各ルート（作業ライン）の作業の幅は、厳密に定められ、かつ、そのルート上で厳密
にトラクタを走行させる必要がある。
【００１９】
　ところで、矩形以外の圃場、例えば多角形の圃場でも、矩形の圃場と同様に圃場内を作
業漏れが生じ無いように、各ルートをまんべんなく密接して設定する必要がある。しかし
、例えば多角形の圃場においては、各ルートの間隔を厳密に設定するためにトラクタを旋
回させる場所・位置等の判断が複雑なものとなりがちであり、判断が困難なものになる傾
向にあった。
【００２０】
　（３）特に、これまでのガイダンスシステムにおいては、ガイダンスラインを構成する
直線状の各ルート（作業ライン）は、上述のように自動的に設定してくれるものの、各ル
ート間の「つなぎ（連結路）」の部分は、ガイダンスが行われず、作業者が自分の判断で
トラクタの旋回や切り返し等を行い、次のルート（作業ライン）にトラクタを向かわせて
いた。すなわち、圃場の内部のルート（作業ライン）はシステムが設定してくれるが、実
際のトラクタの運転の際は、圃場の外縁・外周部分である「枕地」において、作業者がト
ラクタを旋回・切り返しを自己判断で行っていたのである。もちろん、この枕地は、各圃
場において、大きさも形状も異なるものであり、一律に処理することは困難である。
【００２１】
　さらに、枕地でトラクタを旋回させた後、そのトラクタを次に進むべきルート（作業ラ
イン）に対してまっすぐに正対させて、直進性を以て圃場に進入する必要がある。このよ
うな動作は熟練者ではない者にとっては、非常に困難なものとなりがちであり、ガイダン
スラインからずれてしまうことも想定された。
【００２２】
　（４）本発明は、以上のような課題に鑑み成されたものであり、下記の事項を目的とす
る発明である。
【００２３】
　・多角形の圃場でも効率的にガイダンスラインを作成できる技術を提供する。　
　・枕地のデータを入力可能に構成し、枕地における旋回のルートを作成することができ
るガイダンスシステムを提供する。そのため、圃場ポリゴンデータをもとに作業条件ごと
に、任意の作業ラインを生成できるシステムである。更に、ガイダンス画面上に、圃場区
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画、ガイダンスラインの表示の他、道路、畦、水路、建物、施設、障害物などの背景地図
を表示し、夜間でも作業が可能なシステムとしている。
【課題を解決するための手段】
【００２４】
　圃場データの入力と、ガイダンスラインの作成その他
　本発明では、矩形以外の多角形等の圃場にも対応できるように、圃場の形状自体を作業
前に定義することができる手段を備えることを特徴とする。
【００２５】
　さらに、この圃場の形状の定義の際に、合わせて、作業開始位置、ライン間の幅、枕地
スペースの有無とその幅等を事前に定義する手段を備えることも特徴とする。なお、ライ
ン（作業ライン）とは、ガイダンスラインを構成する１本１本の単位ルートであって圃場
上のルートを言う。ガイダンスラインの詳細は後に説明する。
【００２６】
　さて、このような構成を採用することによって、多角形等の圃場でも効率的にガイダン
スラインの作成を行うことが可能となる。さらに、作業開始位置を入力できるので、ガイ
ダンスシステムの運用に際して、非熟練者が、作業をどこから開示すればよいのか迷うこ
とを防止することが期待される。
【００２７】
　また、本発明のガイダンスシステムは、圃場の形状をディスプレイに表示することがで
きる手段を採用している。その際、ディスプレイ上には、圃場の端や枕地スペースも表示
することができ、利用者はこれを視認することが可能である。
【００２８】
　また、本発明のガイダンスシステムは、ＧＩＳに用いられる背景図用のシェープファイ
ルを取り込んで、上記圃場の形状とともに表示することが可能である。この結果、ガイダ
ンスの対象となる圃場の他に、他の圃場、周囲の建物、周囲の道路、各種障害物、等を表
示させることが可能である。
【００２９】
　種々の情報の表示
　また、本発明のガイダンスシステムは、トラクタ走行中の多くの行程（枕地を含む）で
トラクタが走るべき経路を表示する手段を採用している。この結果、トラクタの走行中も
車体進行の直進性の向上を図ることができる。更には枕地でトラクタを旋回する際も、次
のラインに直進性を持って進入することが容易となる効果が期待される。
【００３０】
　また、本発明のガイダンスシステムは、トラクタに設置したＧＮＳＳ受信機から得られ
る現在位置と、経路（ガイダンスライン）と、の左右のずれ量・ずれ角をリアルタイムに
表示する手段を採用している。これによって、走行結果（農作業結果）の不均一化を防止
することができ、その結果、作業効率の向上、ひいては農作業の品質向上に寄与するもの
である。
【００３１】
　ここで、トラクタの現在位置と、ガイダンスライン中の作業ラインと、のずれ量・ずれ
角を表示するためには、リアルタイムに精度よく位置を求められる計測器が必須であり、
本発明はＧＮＳＳ受信機による位置情報と、ジャイロによる方位・姿勢角のデータを合わ
せて、相互に補間しながら安定した精度でリアルタイムに位置を推定・算出するフィルタ
リング手法を組み込んだガイダンスシステムを提供するものである。
【００３２】
　なお、ガイダンスラインは、一般に、圃場上の作業ラインと、作業ラインを連結する連
結路等を含むラインである。また、開始位置が圃場から離れている場合は、開始位置から
圃場までは距離と方向によるナビゲーションを行うが、ルート表示はしない場合もある。
【００３３】
　本発明は、具体的には、下記のような手段を採用する。
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【００３４】
　（１）本発明は、上記課題を解決するために、圃場において、圃場での作業を行うトラ
クタの作業ラインを含むガイダンスラインを表示し、前記トラクタのナビゲーションを行
う圃場ガイダンスシステムであって、前記圃場のデータである圃場データを定義する圃場
データ定義パートと、前記定義された圃場データに基づき、ガイダンスラインを作成して
操作者に表示するガイダンスパートと、を備え、前記圃場データ定義パートは、操作者が
圃場の形状として入力した多角形のデータを入力する手段と、前記入力された多角形のデ
ータを圃場形状として作成する圃場形状作成手段と、を含み、前記圃場形状を含む圃場デ
ータを定義することを特徴とする圃場ガイダンスシステムである。
【００３５】
　（２）また、本発明は、（１）記載のガイダンスシステムにおいて、操作者が任意の方
向を作業進行方向として指定する手段と、を含み、前記圃場形状と、前記作業進行方向と
、を含む圃場データを定義することを特徴とする圃場ガイダンスシステムである。
【００３６】
　（３）また、本発明は、（１）記載のガイダンスシステムにおいて、操作者が入力した
多角形中のいずれかの辺を、操作者が作業進行方向として指定する手段と、を含み、前記
圃場形状と、前記作業進行方向と、を含む圃場データを定義することを特徴とする圃場ガ
イダンスシステムである。
【００３７】
　（４）また、本発明は、（１）記載のガイダンスシステムにおいて、操作者が入力した
地点を作業開始位置として指定する手段と、を含み、前記圃場形状と、前記作業開始位置
と、を含む圃場データを定義することを特徴とする圃場ガイダンスシステムである。
【００３８】
　（５）また、本発明は、上記課題を解決するために、（１）～（４）のいずれか１項に
記載の圃場ガイダンスシステムにおいて、前記圃場形状作成手段は、地図情報を画面に表
示する手段と、操作者が、前記地図情報が表示された前記画面上で入力した多角形のデー
タ、又は、多角形を構成する辺のデータを取得する手段と、前記多角形を構成する辺のデ
ータを取得した場合は、その取得した辺を結んで前記多角形のデータを作成する手段と、
を含むことを特徴とする圃場ガイダンスシステムである。
【００３９】
　（６）また、本発明は、上記（１）～（５）のいずれか１項に記載の圃場ガイダンスシ
ステムにおいて、 前記圃場データ定義パートは、操作者が指定した、枕地を設ける辺を
入力する手段と、前記入力された辺を所定量平行移動させて、移動前の辺と、移動後の辺
と、の間を枕地として定義する枕地定義手段と、を含み、前記圃場形状と、前記作業進行
方向と、前記枕地とを含む圃場データを定義することを特徴とする圃場ガイダンスシステ
ムである。
【００４０】
　（７）また、本発明は、（６）記載の圃場ガイダンスシステムにおいて、前記圃場デー
タ定義パートは、前記圃場形状から、前記定義された枕地を除いた領域を、作業エリアと
して特定する特定手段、を含み、前記圃場形状と、前記作業進行方向と、前記枕地と、作
業エリアとを含む圃場データを定義することを特徴とする圃場ガイダンスシステムである
。
【００４１】
　（８）また、本発明は、（７）記載の圃場ガイダンスシステムにおいて、前記ガイダン
スパートは、前記作業エリア中において、前記指定された作業進行方向と平行な複数の直
線経路であって、トラクタによる作業幅の分だけ離間した複数の直線経路群を形成する手
段と、前記枕地において、前記直線経路群を接続する接続路を形成する手段と、前記直線
経路群と、前記接続路と、を接続してガイダンスラインの全体を作成する手段と、前記ガ
イダンスラインを前記操作者に対して表示する表示手段と、を含むことを特徴とする圃場
ガイダンスシステムである。
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【００４２】
　（９）また、本発明は、（８）記載の圃場ガイダンスシステムにおいて、前記接続路を
形成する手段は、前記トラクタが最短経路で切り返し、又は、方向転換、又は旋回が可能
な接続路を形成し、前記表示手段は、前記接続路を含むガイダンスラインを前記操作者に
対して表示することを特徴とする圃場ガイダンスシステムである。
【００４３】
　（１０）また、本発明は、（９）記載の圃場ガイダンスシステムにおいて、前記接続路
を形成する手段は、前記トラクタの旋回半径と、前記枕地の幅と、に基づき、前記トラク
タが旋回することができるパターンを判断し、前記パターンで前記接続路を形成すること
を特徴とする圃場ガイダンスシステムである。
【００４４】
　（１１）また、本発明は、（９）記載の圃場ガイダンスシステムにおいて、前記接続路
を形成する手段は、前記圃場の形状が任意の凸多角形である場合に、前記枕地において、
前記直線経路から前記作業エリア中の隣接する次のラインに進入するための接続路を形成
し、前記直線経路から前記次のラインまでを前記形成した接続路で接続することを特徴と
する圃場ガイダンスシステムである。
【００４５】
　（１２）また、本発明は、（１）～（４）のいずれか１項に記載の圃場ガイダンスシス
テムにおいて、前記ガイダンスパートは、現在のトラクタの位置を検出するＧＮＳＳ受信
機と、前記定義パートが定義した圃場データの中から、前記ＧＮＳＳ受信機で検出した現
在のトラクタの位置から所定範囲内の圃場を検索する検索手段と、前記検索手段によって
見いだされた１個以上の圃場の圃場データを表示する表示手段と、前記表示手段に表示さ
れた圃場から、操作者が選択した作業の対象となる圃場を入力する手段と、を含み、前記
表示手段は、前記入力した圃場の、作業開始位置、作業方向、作業ラインの本数、を操作
者に対して表示することを特徴とする圃場ガイダンスシステムである。
【００４６】
　（１３）また、本発明は、（１）～（４）のいずれか１項に記載の圃場ガイダンスシス
テムにおいて、前記ガイダンスパートは、現在のトラクタの位置を検出するＧＮＳＳ受信
機、を含み、前記ＧＮＳＳ受信機は、作業開始時点で、作業の対象である圃場の圃場デー
タ中に予めその位置が登録されている既知点のその位置に基づき、前記ＧＮＳＳ受信機が
持つ誤差を０セットし、前記ＧＮＳＳ受信機は、作業中に刻々と変化するＧＮＳＳ受信機
が検出する地図上の座標と、実際の座標との差分を常にクリアして、検出した座標と地図
の座標との整合が取れるようにすることを特徴とする圃場ガイダンスシステムである。
【００４７】
　（１４）また、本発明は、（１２）記載の圃場ガイダンスシステムを用いて、圃場にお
ける作業を行う際に、前記ＧＮＳＳ受信機の誤差を修正することができるガイダンス方法
において、前記圃場データは、既知点とその座標データとを含み、作業を開始する際に、
操作者が選択した上記圃場の圃場データ中の前記既知点に前記トラクタを移動させるステ
ップと、移動後に、その既知点において圃場マップと前記ＧＮＳＳ受信機が持つ誤差のオ
フセット補正を行うステップと、を含み、さらに、前記トラクタの圃場内での走行の際に
、前記操作者が指示した開始点Ａの座標を入力するステップと、前記トラクタの圃場内で
の走行の際に、前記操作者が指示した途中点Ｂの座標を入力するステップと、前記開始点
Ａと途中点Ｂを結ぶ線分に基づいて作業ラインを求めるステップと、を備え、前記構成し
た作業ラインを前記ディスプレイに表示し、前記操作者に、前記作業ラインの方向である
進行方向を認識させることを特徴とするガイダンス方法である。
【００４８】
　（１５）また、本発明は、（１４）記載のガイダンス方法において、前記途中点Ｂは、
前記開始点Ａから１０ｍ以上離間していることを特徴とするガイダンス方法である。
【００４９】
　（１６）また、本発明は、（１２）記載の圃場ガイダンスシステムを用いて、圃場にお
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ける作業を行う際に、前記ＧＮＳＳ受信機の誤差を修正することができるガイダンス方法
において、前記圃場データは、既知点とその座標データとを含み、作業を開始する際に、
操作者が選択した上記圃場の圃場データ中の前記既知点に前記トラクタを移動させるステ
ップと、移動後に、その既知点において圃場マップと前記ＧＮＳＳ受信機が持つ誤差のオ
フセット補正を行うステップと、を含み、さらに、前記トラクタの圃場内での走行の際に
、前記操作者が指示した開始点Ａの座標を入力するステップと、前記トラクタの圃場内で
の走行の際に、前記操作者が指示した終了点Ｃの座標を入力するステップと、前記開始点
Ａと終了点Ｃを結ぶ線分に基づいて作業ラインを求めるステップと、を備え、前記表示手
段は構成した作業ラインを前記表示手段ディスプレイに表示して、前記操作者に、前記作
業ラインの方向である進行方向を認識させることを特徴とするガイダンス方法である。
【００５０】
　（１７）本発明は、上記課題を解決するために、圃場での作業を行うトラクタの作業ラ
インを含むガイダンスラインを表示し、前記トラクタのナビゲーションを行う圃場ガイダ
ンスシステムであって、前記圃場のデータである圃場データを定義する圃場データ定義パ
ートと、前記定義された圃場データに基づき、ガイダンスラインを作成して操作者に提示
するガイダンスパートと、を備え、前記ガイダンスパートは、前記トラクタの進行方向を
矢印で表示する表示手段、を備え、前記表示手段は、前記矢印の表示手法として、現在位
置における前記トラクタの進行方向を示す前記矢印を表示する第１の手法と、操作時間遅
れを考慮して設定した所定時間後の前記トラクタの予測位置における前記トラクタの進行
方向を示す矢印を表示する第２の手法と、の２種類を備え、前記第１の手法と前記第２の
手法のいずれか一方または双方の手法で、前記矢印を表示することを特徴とする圃場ガイ
ダンスシステムである。
【００５１】
　（１８）また、本発明は、（１７）記載の圃場ガイダンスシステムにおいて、前記表示
手段は、前記トラクタの進行を示す矢印の表示とは別の矢印であって、作業ラインの終点
の方向を示す表示をすることを特徴とする圃場ガイダンスシステムである。　
　作業ラインの終点方向は、特に、作業ラインがカーブの場合に有効である。
【００５２】
　（１９）また、本発明は、（１７）記載の圃場ガイダンスシステムにおいて、前記表示
手段は、前記トラクタの進行を示す矢印の表示とは別の矢印であって、作業ラインが長い
場合、目標となる前記作業ラインに追従するために、目標車体方向を示す矢印を表示する
ことを特徴とする圃場ガイダンスシステムである。　
　つまり、トラクタの進行方向を示す矢印とは別に、現在の走行ラインにハンドルを切り
すぎる事なく、極めて自然にライン上に乗せるための方向（目標車体方向）を示すことで
、トラクタ自身がどの方向に向かうのかをオペレーター（操作者）に視認させる方法であ
る。
【００５３】
　（２０）また、本発明は、（１７）記載の圃場ガイダンスシステムにおいて、前記圃場
データは、少なくとも地図情報と、圃場形状と、を含み、前記地図情報は、少なくとも、
圃場以外の道路を記憶すると道路レイヤと、圃場以外の建物を記憶する建物レイヤと、か
ら構成されており、前記ガイダンスパートは、操作者が選択した表示したいレイヤの選択
指示を入力する手段と、前記表示手段は、前記選択されたレイヤの地図を背景図として、
前記圃場データ中の前記圃場形状と共に表示することを特徴とする圃場ガイダンスシステ
ムである。
【００５４】
　（２１）また、本発明は、（１７）記載の圃場ガイダンスシステムにおいて、前記圃場
データは、少なくとも地図情報と、圃場形状と、を含み、前記地図情報は、少なくとも、
側溝を記憶する側溝レイヤと、障害物を記憶する障害物レイヤと、から構成されており、
前記ガイダンスパートは、操作者が選択した表示したいレイヤの選択指示を入力する手段
と、前記表示手段は、前記選択されたレイヤの地図を背景図として、前記圃場データ中の
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前記圃場形状と共に表示し、前記トラクタと、前記側溝又は前記障害物と距離が所定の基
準値未満になった場合に、警告を発する警告手段と、を含むことを特徴とする圃場ガイダ
ンスシステムである。
【００５５】
　（２２）また、本発明は、（１７）記載の圃場ガイダンスシステムにおいて、前記圃場
データは、少なくとも地図情報と、圃場形状と、を含み、前記地図情報は、少なくとも、
側溝を記憶する側溝レイヤと、障害物を記憶する障害物レイヤと、のいずれかのレイヤを
含むように構成されており、前記ガイダンスパートは、操作者が選択した表示したいレイ
ヤの選択指示を入力する手段と、前記表示手段は、前記選択されたレイヤの地図を背景図
として、前記圃場データ中の前記圃場形状と共に表示し、前記トラクタと、前記側溝又は
前記障害物との距離が所定の基準値未満になった場合に、迂回経路を表示する手段と、を
含むことを特徴とする圃場ガイダンスシステムである。
【００５６】
　（２３）また、本発明は、（１７）記載の圃場ガイダンスシステムにおいて、前記圃場
データは、少なくとも地図情報と、圃場形状と、を含み、前記地図情報は、少なくとも、
中抜きエリアを記憶する中抜きレイヤを含むように構成されており、前記ガイダンスパー
トは、操作者が選択した表示したいレイヤの選択指示を入力する手段と、前記表示手段は
、前記選択されたレイヤの地図を背景図として、前記圃場データ中の前記圃場形状と共に
表示し、前記トラクタと、前記中抜きエリアとの距離が所定の基準値未満になった場合に
、迂回経路を表示する手段と、を含むことを特徴とする圃場ガイダンスシステムである。
【００５７】
　（２４）また、本発明は、（１７）記載の圃場ガイダンスシステムにおいて、前記圃場
データは、少なくとも地図情報と、圃場形状と、を含み、前記地図情報は、少なくとも、
進入禁止を意味する進入禁止レイヤを含むように構成されており、前記ガイダンスパート
は、操作者が選択した表示したいレイヤの選択指示を入力する手段と、前記表示手段は、
前記選択されたレイヤの地図を背景図として、前記圃場データ中の前記圃場形状と共に表
示し、前記トラクタと、前記進入禁止レイヤとの距離が所定の基準値未満になった場合に
、迂回経路を表示する手段と、を含むことを特徴とする圃場ガイダンスシステムである。
【００５８】
　（２５）本発明は、上記課題を解決するために、圃場において、圃場での作業を行うト
ラクタの作業ラインを含むガイダンスラインを表示し、前記トラクタのナビゲーションを
行う圃場ガイダンスシステムであって、前記圃場のデータである圃場データを定義する圃
場データ定義パートと、前記定義された圃場データに基づき、ガイダンスラインを作成し
て操作者に提示するガイダンスパートと、を備え、前記ガイダンスパートは、前記トラク
タの作業の開始位置Ａと終了位置Ｂとの間で得られる走行データを取得する手段と、前記
取得した走行データから、近似した経路であるガイダンスラインを作成する手段と、を備
えることを特徴とする圃場ガイダンスシステムである。
【００５９】
　（２６）また、本発明は、上記（２５）記載の圃場ガイダンスシステムにおいて、前記
近似した経路は、線分と、弧と、を連結させて構成されていることを特徴とする圃場ガイ
ダンスシステムである。
【００６０】
　（２７）本発明は、上記課題を解決するために、圃場において、圃場での作業を行うト
ラクタの作業ラインを含むガイダンスラインを表示し、前記トラクタのナビゲーションを
行う圃場ガイダンスシステムであって、前記圃場のデータである圃場データを定義する圃
場データ定義パートと、前記定義された圃場データに基づき、ガイダンスラインを作成し
て操作者に表示するガイダンスパートと、を備え、前記圃場データ定義パートは、操作者
が変形圃場の形状として自由曲線による自由な形状を入力する手段と、前記入力された自
由形状を前記変形圃場形状として作成する圃場形状作成手段と、を含み、前記圃場形状を
含む圃場データを定義し、前記ガイダンスパートは、前記変形圃場の圃場データに基づき
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、前記変形圃場の外周部は、前記変形圃場の形状に合わせた曲線での作業ラインを生成し
、順次、前記変形圃場の内周部に向かって、漸近的に平行な直線ラインになるように、作
業ラインを生成する手段、を含むことを特徴とする圃場ガイダンスシステムである。
【００６１】
　（２８）本発明は、上記課題を解決するために、圃場において、圃場での作業を行うト
ラクタの作業ラインを含むガイダンスラインを表示し、前記トラクタのナビゲーションを
行う圃場ガイダンスシステムであって、前記圃場のデータである圃場データを定義する圃
場データ定義パートと、前記定義された圃場データに基づき、ガイダンスラインを作成し
て操作者に表示するガイダンスパートと、前記ガイダンスパートは、位置情報が得られる
ＧＮＳＳセンサーと、方位・姿勢角が得られるジャイロセンサーと、前記ＧＮＳＳセンサ
ーが出力する位置情報と、前記ジャイロセンサーが出力する方位・姿勢角との両者のデー
タを補間しながら、前記ジャイロセンサーのドリフトの補正を行うフィルタリング手段と
、を含み、前記フィルタリング手段は、前記位置情報の精度が低下した時の前記トラクタ
の方位と速度とから、前記トラクタの位置を推定していくことを特徴とする圃場ガイダン
スシステムである。
【００６２】
　（２９）また、本発明は、圃場のデータである圃場データを定義する圃場データ定義パ
ートと、前記定義された圃場データに基づき、ガイダンスラインを作成して操作者に表示
するガイダンスパートと、を備え、前記圃場において、前記圃場での作業を行うトラクタ
の作業ラインを含むガイダンスラインを表示し、前記トラクタのナビゲーションを行う圃
場ガイダンスシステムにおける前記圃場データ定義パートとして、コンピュータを動作さ
せるソフトウェアであって、前記コンピュータに、操作者が圃場の形状として入力した多
角形のデータを入力する手順と、前記入力された多角形のデータを圃場形状として作成す
る圃場形状作成手順と、を実行させ、前記圃場形状を含む圃場データを定義することを特
徴とするソフトウェアである。
【００６３】
　（３０）また、本発明は、圃場のデータである圃場データを定義する圃場データ定義パ
ートと、前記定義された圃場データに基づき、ガイダンスラインを作成して操作者に表示
するガイダンスパートと、を備え、前記圃場において、前記圃場での作業を行うトラクタ
の作業ラインを含むガイダンスラインを表示し、前記トラクタのナビゲーションを行う圃
場ガイダンスシステムにおける前記圃場データ定義パートとして、コンピュータを動作さ
せるソフトウェアであって、前記コンピュータに、操作者が圃場の形状として入力した多
角形のデータを入力する手順と、前記入力された多角形のデータを圃場形状として作成す
る圃場形状作成手順と、を実行させ、前記圃場形状を含む圃場データを定義することを特
徴とするソフトウェアを格納した記憶媒体である。
【００６４】
　なお、以上述べたトラクタは、その他、耕耘機、コンバイン、田植機等、種々の機械に
する場合もある。請求の範囲におけるトラクタは、何らかの作業を行う機械であって、圃
場を移動するものであれば、どのようなものでも適用することができる。
【発明の効果】
【００６５】
　以上述べたように、本発明によれば、ガイダンスシステムにおいて使用されるガイダン
スラインを効率的に作成することができる。また、枕地についてもガイダンスラインを構
築できるので、トラクタの運転者は、圃場の上だけでなく、その周囲の枕地に関してもガ
イダンスを受けることができ、熟練していない者でも農作業を効率的に実行することがで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】ガイダンスシステムの構成図である。
【図２】多角形の圃場に対して枕地を定義する様子を示す説明図である。
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【図３】多角形の圃場に対して枕地を定義する様子を示す説明図である。
【図４】多角形の圃場に対して枕地を定義する様子を示す説明図である。
【図５】多角形の圃場に対して枕地を定義する様子を示す説明図である。
【図６】多角形の圃場に対して枕地を定義する様子を示す説明図である。
【図７】属性情報の登録の様子、及び、複数の圃場が表示された様子を示す説明図である
。
【図８】本実施の形態にかかるガイダンスシステムの動作例を示すフローチャートである
。
【図９】ライン（作業ライン）が作成された様子を示す画面の説明図である。
【図１０】ＧＮＳＳ受信機の初期化の動作を示す説明図である。
【図１１】次の作業ラインに直線的に進入できるように設定された枕地の経路（連結路）
の画面上の様子を示す説明図である。
【図１２】圃場でトラクタを走行させながらガイダンスラインを構成する場合の動作を表
す説明図である。
【図１３】直線ガイダンス、カーブガイダンス、周回ガイダンス、直近の走破済み箇所に
沿ったガンダンス、の４種のガイダンスモードを示す説明図である。
【図１４】直線ガイダンスの５種類の走行パターンを示す説明図である。
【図１５】枕地の連結路のパターンを示す説明図である。
【図１６】リカバリー機能の動作を示すフローチャートである。
【図１７】作業した領域、これまで作業した領域と重複して作業した領域、作業していな
い領域、等を色彩で分けて表示する様子を示す説明図である。
【図１８】走行軌跡からガイダンスラインを求める場合の説明図であり、ガイダンスライ
ンが直線（線分）と、曲線（弧）とから構成されている様子を示す説明図である。
【図１９】圃場の形状からガイダンスラインを求める場合の説明図であり、外周部では圃
場の外周部形状に則って作成、内周部に行くに従い直線になる様子を示す説明図である。
【図２０】従来のガイダンスシステムの動作を示す説明図である。
【図２１】目標車体方向表示の例を示す説明図である。
【図２２】圃場上の目標車体方向表示の例を示す説明図である。
【図２３】圃場の中抜きの設定を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００６７】
　以下、本発明の好ましい実施の形態を図面に基づいて説明する。
【００６８】
　第１．システム構成と基本的な動作
　図１には、本実施の形態のガイダンスシステムの構成の概要を示す説明図が示されてい
る。この図に示すように、本ガイダンスシステムは、
　（１）圃場データを定義する定義パート１０と、
　（２）定義された圃場データを用いて、農作業のガイダンスを行うガイダンスパート２
０と
　の２種のパートから構成される。そして、上記の定義パート１０で、圃場データを定義
し、定義された圃場データを用いて、ガイダンスパート２０が農作業のガイダンスを行う
のである。
【００６９】
　第１－１　定義パート
　定義パート１０は、圃場データの定義をアシストする所定のマネージャーソフトウェア
１０ａがインストールされたコンピュータ１０ｂである。操作者は、この定義パート１０
を用いて、圃場データの定義を行う。すなわち、実際の農作業を行う前に、事前に圃場形
状を登録し、作業経路、作業に関わる属性情報などを定義しておくのである。
【００７０】
　なお、このマネージャーソフトウェア１０ａは、所定の記憶媒体、例えばＤＶＤやＵＳ
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Ｂメモリなどの記憶媒体で利用者に提供される。また、場合によっては、インターネット
などの通信媒体を介してダウンロードによって利用者に提供される場合もある。このマネ
ージャーソフトウェア１０ａは、請求の範囲のソフトウェアの一例に相当する。
【００７１】
　（１）ＧＩＳのシェープファイル
　まず、定義パート１０は、操作者の操作によって、地理情報システム（ＧＩＳ）で用い
られるシェープファイルを取り込む。定義パート１０は、このシェープファイルを背景図
として利用する。このシェープファイルは、種々のレイヤに分割された構造を有しており
、圃場のレイヤの他に、道路、建物、側溝、障害物等のレイヤを備えている。このシェー
プファイルは、操作者が圃場の形状の定義の操作を行う際に、背景として描画面に表示さ
れ、操作者は、この背景の画像に基づき、圃場の形状を描画ソフトウェア的な操作によっ
て入力していく。例えば、圃場となる領域を囲むように直線（線分）の辺を複数個入力し
ていくこと等である。この場合、圃場は複数の辺によって囲まれる多角形として定義・入
力される。なお、側溝や障害物に関しては、まとめて進入禁止レイヤ（進入禁止となるレ
イヤ）とする場合もある。
【００７２】
　また、描画ソフトウェアで知られている種々の線の入力方法を利用可能であり、例えば
広く用いられている多角形描画ツールで、圃場の形状を定義することも好ましい。詳細は
次節で述べる。
【００７３】
　（２）圃場の定義
　定義パート１０では、コンピュータ１０ａにインストールされている上記マネージャー
ソフトウェア１０ａは、描画ソフトウェアや画像処理ソフトウェアの如き描画面（描画ペ
イン（ｐａｎｅ）又は描画ウィンドウ（ｗｉｎｄｏｗ））を表示し、操作者はこの描画面
上で、圃場を新たに多角形で定義していく。この際、上述した上記シェープファイルが背
景図として表示されており、操作者は、この背景図を目安にして、圃場を多角形で描画し
ていく。描画の操作自体は、上述したように、広く知られている描画ソフトウェアや画像
処理ソフトウェアと類似のインターフェースが用いられている。
【００７４】
　図８には、本実施の形態におけるガイダンスシステムの動作の例を示すフローチャート
が示されている。上述した圃場の生成は、図８のステップＳ８－１に該当する。
【００７５】
　一般には、マウス等のポインティングデバイスを用いて、辺の始点・終点においてクリ
ック等することによって辺を入力して、圃場となる多角形を入力・定義することも好適で
あり、いわゆる多角形ツールにおいて、多角形の各頂点でクリックすることによって多角
形を定義・入力することも好適である。また、ペン入力タブレットやトラックボール等を
用いることも好適である。また、いわゆるタッチパネルを用いて、指やペンで始点や終点
、又は多角形の拡張点を指示することも好適である。
【００７６】
　このように、本実施の形態で特徴的な事項としては、
　・操作者が圃場を描画する際に、ＧＩＳのシェープファイルが背景図として描画された
描画面（描画ペイン）上で圃場を描いていくので、目印を参照しながら描くことが可能で
あり、便利で正確な描画が可能となる。
【００７７】
　・また、圃場を多角形で定義しているので、従来、圃場を矩形でのみ表現されていたシ
ステムと比べて、より正確に圃場を定義することが可能となった。つまり、操作者は、圃
場の輪郭線となる辺を描いていくことによって圃場を定義していく。この結果、その複数
の辺による多角形によって圃場が描かれていくことになる。多角形を構成する辺の数を増
せば、より複雑な形状の圃場も定義することが可能であり、辺を４個のみ用いれば従来の
矩形や、四角形形状で圃場を定義することも可能である。また、辺を３個用いれば三角形
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形状の圃場も定義することが可能である。
【００７８】
　なお、障害物や道路、街区などの情報もシェープファイルのレイヤで管理しているので
、各レイヤのコントロールを行うことによって、任意の背景図を表示させることが可能で
ある。レイヤとしては、圃場のレイヤの他に、道路、建物、側溝等種々のものを利用する
ことができる。また、はみ出し禁止エリアのレイヤを設けることも好適である。
【００７９】
　なお、側溝レイヤがあると、雪が積もり、融雪剤散布作業などの際に、側溝をシステム
が認識して警告を出せると、認識しづらい環境下で有効となる。また、上述したように、
側溝や障害物に関しては、一般に進入禁止とする場合があり、この場合は、これらをまと
めて進入禁止レイヤ（進入禁止となるレイヤ）とする場合もある。
【００８０】
　（３）方向の指定と、枕地の定義
　このように、定義パート１０ではマネージャーソフトウェア１０ａ（図１参照）を用い
て多角形の圃場を定義していく。この定義した多角形の圃場に対しては、実際の農作業の
方向の指定を行う。この方向の指定を行うために、多角形を構成する複数の辺から任意の
１つを指定し、その指定した辺に対して垂直方向に枕地となる転回スペースを設定できる
よう、他の辺をずらす事が好適である。そのような処理の説明図が図２～図６に示されて
いる。また、方向の指定は、辺を用いて行う方法の他に、任意の方向を指定することもで
きる。任意の方向の入力はポインティングデバイスを用いて行う場合や、方角を数値で入
力する場合などがある。ここでは、主として、辺を用いて方向の指定を行う場合を中心に
説明を行うが、任意の方向を作業の方向として指定する場合も、方向の指定方法が異なる
だけで他の処理は全く同様である。
【００８１】
　このような任意の方向を入力するように、マネージャーソフトウェア１０ａが設定され
ているので、このマネージャーソフトウェア１０ａは、請求の範囲の任意の方向を指定す
る手段の好適な一例に相当する。同様に、このマネージャーソフトウェア１０ａは、請求
の範囲の、多角形のデータを入力する手段や、圃場形状を作成する手段、いずれかの辺を
作業方向として指定する手段、等の好適な一例に相当する。そして、マネージャーソフト
ウェア１０ａは、種々の機能を用いて、圃場データの定義を行っているのである。
【００８２】
　また、操作者は、作業の開始位置を任意に指定することもできる。この作業の開始位置
もマネージャーソフトウェア１０ａが入力し、圃場データの一部として利用し、定義を行
う。また作業の開始位置は、圃場の頂点を利用して入力することもできる。
【００８３】
　なお、本実施の形態におけるガイダンスシステムの動作の例が図８のフローチャートに
示されている。上述した作業方向の設定は、図８のステップＳ８－２に相当する。
【００８４】
　（３ａ）まず、図２（１）においては、操作者がマネージャーソフトウェア１０ａを用
いて、描画した多角形に対して、作業方向を指定するために、所定の１辺を指定する。例
えばマウスでその辺をクリックし、いわゆる「選択」状態にする。その状態から、作業方
向設定メニューを選択すると、作業方向として指定・選択した上記辺が緑色の矢印に変化
し、作業方向の設定が行われたことが操作者に対して視覚的にフィードバックされる。
【００８５】
　次に、枕地設定メニューを選択すると、枕地の設定を行うための作業方向を示す緑色の
上記辺がハイライト表示される。操作者は、このハイライト表示された矢印とは別の辺を
選択することによって枕地を設定したい辺を指定する。
【００８６】
　図２（２）に示すように、操作者は、枕地を設定したい辺をマウスクリックで選択して
、枕地設定ボタン（不図示）をクリックする。すると、図２（２）に示すように、枕地を
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設定したい辺群が青色で表示される。例えば、図２（２）の例では３個の辺が青色に変化
する例が示されているが、何個でも構わない。図２（２）では説明の都合上、誇張して太
く描かれているが、実際は辺が選択されたことを操作者に示せれば十分であるので、青色
で少々太くなるように表示が変化すれば十分である。
【００８７】
　（３ｂ）次に、図３（１）に示すように、青色表示された辺を、マウスでドラッグし作
業方向を示す矢印（緑色）と変更に移動させる。所定量移動させた後、マウスを放せば、
ダイアログが表示されて、ずれ量を数値的に操作者に表示する。この様子が図３（２）に
示されている。この図３（２）においては、ずれ量は５．１２３ｍである例が示されてい
る。ここで、ダイアログに数値を入力して微調整を行い（図４（１）参照）、ＯＫボタン
をクリックすればその幅の枕地の定義が完了する。
【００８８】
　図４（１）では、数値として５ｍが入力された例が示されている。これによって、５ｍ
の幅の枕地が定義される。図４（２）では、定義後の表示の例が示されている。枕地が設
定されたもとの辺は点線表示されており、それより５ｍ内側の領域が枕地である。なお、
内側に移動した結果、新たに設けられた辺が既存の辺と交差し、はみ出す場合がある。そ
の場合は、その交点の位置を計算し、新しい圃場を構成する（多角形の）頂点の座標が求
められる。
【００８９】
　なお、このようにして定義された枕地や、新しい多角形の頂点の座標等も、圃場データ
の一部を構成する。
【００９０】
　（３ｃ）このようにして、作業方向を示す辺の矢印方向に位置する枕地の定義が完了す
ると、画面上には図５（１）のような図形が描画されている。
【００９１】
　この状態から、同様の方法で、作業方向を示す辺の矢印とは逆方向に位置する枕地の定
義も行う（図５（２）参照）。
【００９２】
　図５（２）では、枕地を設定したい辺をクリックして選択した例が表されており、選択
された辺が青色で太く表示される例が示されている。
【００９３】
　（３ｄ）図６（１）に示すように、選択された（青色で表示された）辺をドラッグして
移動させ、枕地を設定する。途中の操作はこれまで説明したのと同様である。その結果、
圃場に対して２方向で枕地を定義することができる。最終的な結果の表示が図６（２）に
示されている。図６（２）において、点線と実線で囲まれた部分が枕地であり、内部が圃
場である。圃場においては、作業ラインが描画されている。トラクタ２０ａは、各作業ラ
インを走行した後、枕地において方向転換、旋回を行い、例えば隣接する作業ラインに進
入する。
【００９４】
　本実施の形態では、トラクタ２０ａを用いた作業の際に、ガイダンスを行うガイダンス
システムについて説明する。トラクタ２０ａは、請求の範囲の「トラクタ」の好適な一例
に相当する。
【００９５】
　（３ｅ）なお、圃場の中に別の圃場が包含される場合、外側の圃場は、中の圃場を除い
た状態にする設定を行うことができる。これを中抜きと呼び、図２３にその説明図が記載
されている。図２３（１）に示すように、まず、操作者は画面で外側のポリゴン４００を
選択する。この外側のポリゴン４００の面積は１００ａ（アール：１アールは、１００平
方メートルである）である（図２３（１）参照）。次に、操作者は内側のポリゴン４０２
を選択する（図２３（２）参照）。この内側のポリゴン４０２の面積は２０ａ（アール：
１アールは、１００平方メートルである）である。すると、メッセージボックスが表示さ
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れ、中抜きをするか否かのメッセージが表示される（図２３（３）参照）。操作者が「は
い」をクリックすれば、中抜きが完了し、外側のポリゴンの面積から内側のポリゴン４０
２の面積が引かれて、８０ａが外側のポリゴン４００の面積として登録される。
【００９６】
　このように、中抜きを行った場合、圃場の面積は、内部のポリゴン４０２の面積を引い
たものとなる。この中抜き設定が必要なのは、外側の圃場の内部に、高圧電線などのトラ
クタ２０ａが作業不可となる領域（ポリゴン）がある場合に、その領域の面積を作業対象
に含めないための操作である。
【００９７】
　（４）属性情報の登録
　これまで述べてきた操作によって、その圃場に対する作業方向と実際に作業する範囲（
圃場そのもの）や枕地に関する定義が完了する。次に、その圃場に付随する作物や作業者
などの属性情報を登録する。この処理を説明する画面の説明図が図７に示されている。図
７では、作付け種別の「いも」「たまねぎ」「にんじん」等が属性情報として登録される
例が示されている。これらも圃場データの一部に含まれる。
【００９８】
　なお、図示されてはいないが、属性情報としては、他の種々の情報を登録可能である。
本実施の形態では、その圃場にて農作業を行うトラクタ２０ａの旋回半径等を登録するこ
とが好ましい。このようなトラクタ２０ａの走行能力に関する情報も登録しておけば、ガ
イダンスをより正確なものとすることができるからである。　
　なお、本実施の形態のガイダンスシステムでは、トラクタを複数台登録する機能が備え
られており、そこにトラクタ毎に旋回半径も設定できるように構成している。また、本実
施の形態では、後述するが、上記旋回半径等に基づき、枕地における連結路を自動的に求
めること等を提案している。このような属性情報の登録は、図８のステップＳ８－２に相
当する。
【００９９】
　圃場データには、その他種々の情報を含ませておくことも好適である。本実施の形態で
は、上述したＧＩＳから取り込んだ地図情報を含めている。この地図情報はレイヤ毎に種
々の情報を含んでいる情報であり、ガイダンスパート２０において、ガイダンスラインの
背景図、その他の情報を表示する際に有用な情報である。
【０１００】
　（５）データのエクスポート
　このようにして、圃場形状、枕地、作業情報、属性情報、地図情報を含む圃場データが
定義されると、この圃場データを、ＵＳＢメモリなどの媒体にエクスポートする。このＵ
ＳＢメモリを、ガイダンスパート２０に提供し、ガイダンスパート２０は、このＵＳＢメ
モリ中の圃場データに基づき、ガイダンスを行う。
【０１０１】
　このようなデータのエクスポートは、図８のステップＳ８－３に相当する。
【０１０２】
　第１－２　ガイダンスパート
　ガイダンスパート２０は、トラクタ２０ａに設置された専用端末２０ｂと、トラクタ２
０ａに設置されたＧＮＳＳ受信機２０ｃと、ジャイロセンサー２０ｄと、から構成される
（図１参照）。ここで、専用端末２０ｂには、ガイダンスソフトウェア２０ｅがインスト
ールされており、農作業のガイダンスを行う（図１参照）。
【０１０３】
　ＧＮＳＳ受信機は、よく知られているように、いわゆるＧＰＳを利用した受信機であっ
て、自分の位置を検出することができる。なお、このＧＮＳＳは、以前はもっぱらＧＰＳ
と呼ばれていたが、現在は米国のＧＰＳの他、ロシアのＧＬＯＮＡＳＳや、ＥＵのＧａｌ
ｉｌｅｏなど複数の全地球航法衛生システムを併用できるようになり、総括してＧＮＳＳ
と呼ばれる。
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【０１０４】
　専用端末２０ｂは、いわゆる画面を表示するディスプレイ（不図示）を備えており、ト
ラクタ２０ａのナビゲーションや各種指示、地図の表示、各種情報の表示等をこのディス
プレイにて行う。操作者は、このディスプレイ上の各種表示に基づき、トラクタ２０ａを
運転し、農作業を行う。
【０１０５】
　また、このディスプレイは、いわゆるタッチパネルの仕組みを備えており、操作者は、
このタッチパネル機能を用いて専用端末２０ｂの操作を行う。
【０１０６】
　（１）圃場データのインポート
　トラクタ２０ａ上の専用端末２０ｂで動作しているガイダンスソフトウェアは、上記Ｕ
ＳＢメモリを介して、圃場データをインポートし内部に取り込む。この動作は、図８のス
テップＳ８－４に相当する。
【０１０７】
　（２）アドバンスモード
　次にアドバンスモードを開始する（図８のステップＳ８－５）。このアドバンスモード
では、上述した図７に示すように、複数の圃場が画面に表示される。　
　アドバンスモードとは、圃場を定義しておいて、全ての作業ラインと経路を生成するモ
ードを言い、「マップベースによるガイダンス」「マップベースガイダンス」とも呼ぶ。
このアドバンスモードは、後述する図１２等で説明するように、始点（Ａ）、中間点（Ｂ
）、終点（Ｃ）等から、作業ラインを１本生成するシンプルなモード（シンプルモード）
に対する用語として用いている。図１２等で説明するように、始点（Ａ）、途中点（Ｂ）
、終点（Ｃ）等から、作業ラインを１本生成するモードを、シンプルモードと呼ぶ。
【０１０８】
　ところで、操作者が、トラクタ２０ａを運転して農作業を開始する際、まず専用端末２
０ｂの電源を投入する。専用端末２０ｂの電源が投入されると、上述したガイダンスソフ
トウェア２０ｅが起動する。
【０１０９】
　なお、起動の直後は、まずガイダンスソフトウェア２０ｅは、マップベースガイダンス
を開始する。このガイダンスは、上述のように、アドバンスモードで実行されるガイダン
スである。この結果、現在、トラクタ２０ａがいる位置の直近５００ｍ範囲がディスプレ
イに表示される。一般的には、そのディスプレイが表示する画面中には、複数の圃場が含
まれる。例えば、図７には、複数の矩形の圃場が表示されている画面の例が示されている
。
【０１１０】
　（３）圃場の選択（ステップＳ８－６）
　操作者は、複数の圃場の中から対象圃場を１つ選択すると、その圃場に対して、上記定
義パート１０を用いて定義した圃場データの一部である「作業方向」と「枕地」が表示さ
れ、操作者はそれを認識することができる。これらも圃場データの一部である。
【０１１１】
　また、選択した圃場の、作業開始位置、作業方向、作業ラインの本数等も、ディスプレ
イ（専用端末２０ｂの画面）上に表示する。なお、圃場を表示する範囲としては、上記で
は５００ｍとしたが、５００ｍ以外の範囲でもよい。
【０１１２】
　また、ガイダンスソフトウェア２０ｅは、単に予め定義された圃場データを表示するだ
けでなく、作業方向に基づいて作業ラインのデータを作成し、その作業ラインも画面上に
表示する。このラインのデータの作成は、作業を行うガイダンスラインの周囲にトラクタ
に牽引する作業機の幅でラインを生成する。このラインのデータの作成は、定義パートに
よるマネージャソフトウェアで指定された作業方向と開始点による最初の作業ラインをベ
ースに、トラクタに牽引する作業機の幅で生成する。この作業ラインのデータは、こうし
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て決定されたガイダンスラインの作業方向に対して、トラクタに牽引する作業機の幅だけ
拡張する事によって作成される。このようにして作業ラインが作成された様子を画面の表
示の例が図９に示されており、「てんさい」などの作物名もここで表示される。
【０１１３】
　（４）作業方向の変更（ステップＳ８－７）
　すなわち、ガイダンスパート２０におけるディスプレイが表示する画面上では、地図が
示されており、その上に、トラクタが走行すべきガイダンスラインが比較的細い「線」と
して示されている。なお、実際の走行の際には、トラクタ２０ａが走りながら、その「線
」の周囲にはトラクタ２０ａの作業の幅に相当する「太線」も合わせて表示される。これ
は、走りながら表示されるトラクタ２０ａの幅の軌跡であるが、もちろん、圃場を選択し
た際には太線はまだ表示されていない。
【０１１４】
　このようにして、この細線が、トラクタ２０ａが走行すべきラインとしてガイダンスが
行われる。この様子が図５に示されている。図５には、例えば、圃場の番号が「４」であ
ることや、その圃場における運転の走行パターンが往復走行である点、等が地図とともに
表示されている。これらは、定義パート１０を用いて予め定義された情報であり、圃場デ
ータの一部である。
【０１１５】
　このようにして、作業の方向が示されるが、作業方向は、任意に設定することも可能で
ある。上述した例では、多角形の圃場の辺を利用して作業方向を設定する例を説明した。
しかし、任意の方角に作業方向を設定したい場合も多いので、作業方向はタッチパネルや
ポインティングデバイス等で任意の方角に設定することが可能である。　
　これらの作業は図８のステップＳ８－７の作業に該当する。
【０１１６】
　（５）ガイダンススタート（ステップＳ８－８）
　ガイダンスの具体的な流れを以下説明する。この動作は図８のステップＳ８－８に相当
する。
【０１１７】
　初期化
　さて、ガイダンスがスタートすれば、操作者はディスプレイに表示されたガイダンスを
参照しながら、作業を開始するが、作業を開始（トラクタ２０ａを発進）する前に、最初
に圃場の座標に対して、その時のＧＮＳＳ受信機２０ｃが持つ誤差を排除するため、初期
化操作を行う（図１０参照）。
【０１１８】
　この初期化は、トラクタ２０ａがいる位置の近傍で、圃場の外周上の既知点を初期位置
として認識し、その既知点までの距離と方向をナビゲーションすることによって実行され
る。この初期化の際の画面上の様子が図１０に示されている。このナビゲーションにより
、圃場外からスタートした場合でも、圃場までたどり着く事ができ、また背景図（定義パ
ート１０で取り込まれた背景図）も合わせて表示されるため、自分（のトラクタ２０ａ）
がどこにいるのかを容易に把握し、ＧＮＳＳ受信機の位置を補正する事ができる。
【０１１９】
　ここで、初期化の処理とは、具体的には、以下のようにして実行される。すなわち、初
期化位置でＧＮＳＳ受信機２０ｄから得られる位置情報と圃場の既知の位置情報を照らし
合わせ、その誤差分をこれ以降の作業で差し引く処理が行われるのである。
【０１２０】
　すなわち、この差し引く処理が、請求の範囲の、０セットの好適な一例に相当し、また
、いわゆるオフセット補正の好適な一例に相当するものである。この補正は、トラクタ２
０ａを既知点に移動させることに行うことができるし、また、既知点と現在のトラクタ２
０ａとの位置関係が正確に判明していればその数値分だけ修正してオフセット補正、０セ
ットを行う場合もある。また、ＧＮＳＳ受信機そのものを既知点に移動させる場合もある
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。
【０１２１】
　ガイダンスで用いられるガイダンスラインの構成
　初期化作業後、実際のガイダンスライン上の個々の作業ラインに対して左右のずれ量が
表示される。ガイダンスラインは、複数の作業ライン及び枕地における旋回ラインを含む
連結路等の集合体である。
【０１２２】
　本実施の形態では、圃場の形状は、多角形で表現しており、複数の直線の「辺」の集合
として多角形が定義されている。一方、ガイダンスラインは、後述するように直線の「辺
」だけでなく曲線もその構成要素とすることができる。したがって、ガイダンスラインを
構成する作業ラインは、直線と曲線の双方の場合がある。また、枕地における連結路は、
切り返し等がある場合や単純なＵターン型の場合等があり、一般的に曲線が含まれる。ガ
イダンスラインのデータについては、後に詳述する。
【０１２３】
　（５）圃場における農作業の際のガイダンス
　オペレータがトラクタ２０ａを運転し、圃場に進入した際（及び圃場内で作業を行って
いる最中）に、ガイダンスラインとのずれが１０ｃｍ単位で広がった際にガイダンスする
。なお、この１０ｃｍという距離は任意に設定することができる。例えば、設定によって
、１０ｃｍ、２０ｃｍ、３０ｃｍ～等と変更することができる。また、作業エリア終端に
達する２０ｍ、１０ｍ、５ｍ手前では、作業終端に近づくことを促す距離の警告が音声に
より発せられる。なお、この距離は、任意に設定することができる。この距離は１ｍでも
良いし、３ｍでも良いし、５０ｍでも、１００ｍ又はそれ以上の場合もある。　
　なお、ここで、作業エリアとは、圃場から枕地を除いた部分であり、作業の対象となる
領域を言う。
【０１２４】
　専用端末２０ｂは、いわゆるタブレット型のコンピュータであり、このタブレット型の
コンピュータに上記ガイダンスソフトウェアをインストールして、専用端末２０ｂが構成
されている。このタブレット型コンピュータには一般にスピーカが設けられているので、
このスピーカから上記音声による警告を発することが好ましい。しかし、農作業中は、騒
音が大きい場合も想定されるので、別途大型のスピーカ等を設けることも好適である。
【０１２５】
　上述したように、定義パート１０では、使用するトラクタ２０ａの旋回半径等を予め登
録しておく。その結果、ガイダンスパートは、トラクタ２０ａの旋回半径を把握している
ので、圃場の端では、使用するトラクタ２０ａの最小旋回半径で、かつ次のラインに直線
的に進入できるよう、旋回すべき枕地の経路を表示して、スムーズな旋回と次のラインへ
の進入をガイダンスする（図１１参照）。
【０１２６】
　なお、特に、圃場の形状が凸多角形である場合には、作業ラインと、それに隣接する作
業ラインとの間の連結路を形成することが好ましい。圃場形状が凹部を含む場合でも、多
くの場合はこのようなアルゴリズムが適用できる場合が多いが、他の手法を適用する場合
もある。なお、圃場から枕地を除いた部分は作業エリアという。つまり、圃場は、枕地と
作業エリアとから構成される。定義パート１０においては、このような圃場の定義、枕地
の定義を行うようにソフトウェアが設計されている。
【０１２７】
　ここで、ライン（作業ライン）とは、ガイダンスラインを構成する単位であり、圃場内
部の直線部分（又は曲線）部分を言う。農作業は、圃場内部をトラクタ２０ａで走行する
ことによって行われるが、一般には、図１４に示すように、直線群（すなわちライン）を
圃場を埋め尽くすように設定することによって、ガイダンスラインが設定される。なお、
それらライン群（作業ライン群）を枕地部分の連結路で結んで、全体のガイダンスライン
が構成されている。
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【０１２８】
　第２．ガイダンスラインの直接作成
　（１）ガイダンスラインの基本的な作成
　なお、上述したガイダンスソフトウェアは、
　　（ａ）定義パート１０で作成した圃場データ中には、ガイダンスラインが含まれず、
ガイダンスパート２０において、圃場の形状や枕地の形状、スタート地点等からガイダン
スラインを構成する場合と、
　　（ｂ）定義パート１０で定義した圃場データ中に、操作者が予めガイダンスラインを
設定している場合と、
　の２種類があり、いずれの場合も、作業に先立ってガイダンスラインが作成されている
。
【０１２９】
　（２）走行した地点に基づくガイダンスラインの生成
　しかし、圃場において、トラクタ２０ａを走行させながら、その現場で（圃場で）実際
の走行データからガイダンスライン（さらには圃場データも）を構成することも好適であ
る。その結果、事前に定義パート１０で圃場やその他のデータを定義しない場合でも、圃
場にて、ガイダンスソフトウェア上でガイダンスラインを設定して、ガイダンスを即座に
開始することも可能である。
【０１３０】
　ガイダンスラインを現場（その圃場で）でトラクタ２０ａを走行させながら作成する動
作は、次の通りである。
【０１３１】
　まず、専用端末２０ｂ上で、ガイダンスソフトウェアを操作し、シンプルモードに移行
させる。このシンプルモードに移行した後、画面上では、Ａボタン（始点）、Ｂボタン（
途中点）、Ｃボタン（終点）が現れる。この状態で、操作者は、トラクタ２０ａを走行さ
せて、所望の位置に到達した場合に、それぞれの位置でボタンをタッチすることによって
、始点－途中点－終点を設定することができる。この動作の様子を示す説明図が図１２に
示されている。
【０１３２】
　さて、このようにして、始点（Ａ）、途中点（Ｂ）、終点（Ｃ）、の位置を設定した後
、ＡＢ（始点－途中点）もしくはＡＣ（始点－終点）の線分を初期ガイダンスラインとし
て設定する（図１２）。図１２に示すように、ＡＢ（始点－途中点）の場合は、目指すべ
き方向と異なる場合もあるため、可能であればＡＣ（始点－終点）で設定した方が好まし
いが、圃場端が明確ではない場合や圃場の形状、走行する場所の路面状況等により、ＡＣ
（始点－終点）が採用できない場合も想定されるので、その場合は、ＡＢ（始点－途中点
）を初期ガイダンスラインとして採用する。
【０１３３】
　なお、ガイダンスラインをより正確に設定するためには、途中点Ｂは、開始点Ａより、
１０ｍ以上離れていることが望ましい。途中点Ｂが開始点Ａに近い場合は、ガイダンスラ
インの方向が所望の方向とはならない場合もあるからである。
【０１３４】
　次に、この設定した初期ガイダンスラインを、トラクタの幅に応じて横方向に平行移動
させて、ガイダンスラインを構成する他のライン群を複数個生成する。この処理は、図９
で示した動作と実質的には同様である。
【０１３５】
　このような生成は、圃場の内部において行われる。順次所定量だけ線分を平行移動させ
て、他のラインを生成していくが、生成したラインの全ての部分が圃場からはみ出した場
合に生成を終了する。生成したラインの全ての部分が圃場からはみ出した場合、圃場の内
部が既に作成したラインで埋め尽くされたことを意味することは直感的に明らかであろう
。
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【０１３６】
　このようにして、初期ガイダンスラインと、それを平行移動させて生成した複数のライ
ンと、を枕地の経路で接続すれば、全体のガイダンスラインが構成される。
【０１３７】
　第３．ガイダンスの種々の表示
　ガイダンスパート２０に備えられているディスプレイには種々の表示が現れる。
【０１３８】
　まず、ガイダンス中、トラクタ２０ａが進もうとしている方向を画面上で矢印で表示さ
れている。また、画面中にはガイダンスラインも同時に示されており、このガイダンスラ
インと矢印とのずれにより、トラクタ２０ａがラインに対して斜めに傾いた方向に進もう
としている状態を視認する事ができる。この様子を示す画面の例の説明図が図１１に示さ
れている。この図では、トラクタ２０ａの位置が大きな三角形で示されているとともに、
その向きが矢印で示されている。このようないわゆる「自車位置・向き」の表示は画面の
ほぼ中央に配置されており、ガイダンスラインも所定の色彩で表示されている。また、図
１０に示す例では、枕地における切り返しの様子も示されており、図においてトラクタ２
０ａはまさにその枕地の切り返しに向かって進行していく様子が表示されている。また、
この画面の上部にはガイダンスラインとトラクタ２０ａのずれの量が数値的に示されてい
る。図１０の例では、ガイダンスラインに沿わせるために、左に０．７８ｍ移動しなけれ
ばならないことを表示されている。図１０の「左向き矢印＋０．７８ｍ」との表示を参照
されたい。
【０１３９】
　すなわち、矢印とガイダンスラインとが同一方向になるようにトラクタ２０ａを運転す
ることによって、他のラインと走行箇所が重複しないのである。
【０１４０】
　（１）予測した進行方向の矢印表示
　さて、画面上のこの矢印の表示は、基本的に、現在のトラクタ２０ａの位置・向きから
算出される。また、本実施の形態では、現在のトラクタ２０ａの位置もしくは過去データ
と現在のデータから曲線近似を行って、１～２秒後の予測位置を求めており、その予測位
置に基づき、進むであろう方向となる矢印を表示している。これにより、ハンドル操作に
よる時間遅れから生じる蛇行現象を回避するようにしている。このような予測した進行方
向を示す矢印の表示の例が図１０に示されている。特に、この予測した進行方向を示す矢
印は、特に曲線に沿って運転している場合等に有用な情報を運転者に提供する。この予測
した進行方向を示す矢印の表示／非表示は、操作者が選択する事ができる。
【０１４１】
　（２）現在走行中の作業ラインの終点の方向を示す矢印の表示
　また、本実施の形態にかかるガイダンスパート２０は、現在走行中の作業ラインの終点
の方向についても矢印で表示している。このような表示を行うことで、最終的にどの方向
へ進むべきかを視認する事ができる。このような表示もガイダンスソフトウェア２０ｅが
実行するが、操作者の選択によって現在走行中の作業ラインの終点方向を示す矢印を表示
／非表示を切り替えることができる。なお、図１０の矢印表示は、始点・初期化のみで、
終点についてはない。
【０１４２】
　（３）目標車体方向の矢印の表示
　また、本実施の形態にかかるガイダンスパート２０は、目標となる車体の方向の矢印も
表示することができる。このような表示を行うことで、車体がどちらに向きを変更すれば
よいかを視認する事ができる。このような表示もガイダンスソフトウェア２０ｅが実行す
るが、操作者の選択によって目標車体方向の矢印を表示／非表示を切り替えることができ
る。
【０１４３】
　目標車体方向の矢印の説明図が図２１に示されている。図２１には、走行ラインに沿う
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ようハンドルを戻す方向３０４が示されており、この走行ラインに沿うようハンドルを戻
す方向３０４が、目標車体方向の矢印に相当する。
【０１４４】
　図２１（１）では、圃場３０８に直線ガイダンスの直線状の作業ライン（走行ライン）
３０６が設定されており、これに沿ってトラクタ２０ａが走行する様子が描かれている。
そして、この図２１（１）には、走行中の作業ラインの終点方向３００が示されている。
これは、上記（２）で示した「現在走行中の作業ラインの終点の方向を示す矢印の表示」
に相当する。また、この図２１（１）には、現在もしくは予測した進行方向３０２が示さ
れている。これは、上記（１）の予測した進行方向の矢印の表示に相当する。
【０１４５】
　本実施の形態において特徴的なことの一つは、単にトラクタ２０ａの進行方向を示すだ
けでなく、目標車体方向を示す矢印を表示していることである。これによって、走行ライ
ンに戻るためにはどの方向にハンドルを向ければよいのかが判明するので、安定した走行
が期待できる。これに対して、単に走行ライン３０６とトラクタ２０ａの走行する経路と
がずれていること（及びずれ量）のみを表示しただけでは、ハンドルをどの程度操作すれ
ば良いか不明となりがちであり、熟練していない操作者はハンドル操作が過大となりがち
になり、いわゆる蛇行運転を招きやすいのである。
【０１４６】
　ここで単に、走行ライン（作業ライン）３０６に戻すように、矢印を表示したのでは、
操作者は、ハンドルを急に走行ライン方向に切りすぎてしまうことが考えられるので、走
行ライン（作業ライン）３０６を挟んで寄せ方が蛇行してしまう可能性がある。したがっ
て、そのような表示ではなく、蛇行が生じないように無理のない緩やかな走行ライン（作
業ライン）３０６へのより方を演算で方向を求めて矢印を表示するのである。
【０１４７】
　特に、このような目標車体方向の矢印の表示は、作業ライン３０６が曲線である場合に
特に有用である。そのような例が図２１（２）に示されている。図２１（２）は、圃場３
０８に、曲線上の作業ライン３０６が設定されている例を示す説明図であり、図２１（１
）と同様に、トラクタ２０ａに対して、現在もしくは予測した進行方向３０２が示されて
いる。また、図２１（１）と同様に、走行中の作業ラインの終点方向３００も示されてい
る。
【０１４８】
　そして、図２１（１）と同様に、図２１（２）にはトラクタ２０ａが走行ラインに沿う
ようハンドルを戻す方向３０４も示されている。この走行ラインに沿うようハンドルを戻
す方向３０４は、上述した目標車両方向を示す矢印の表示に相当し、特に図２１（２）の
ような曲線の作業ライン３０８の場合に有用である。
【０１４９】
　直線の作業ライン３０８の場合は、現在もしくは予測した進行方向３０２と、走行中の
作業ラインの終点方向３００とはほぼ一致するので、両者を一致させるように走行するこ
とで、概ね作業ライン３０８に沿った走行ができると考えられる。これに対して、曲線の
作業ライン３０８の場合は、図２１（２）に示すように、現在もしくは予測した進行方向
３０２と、走行中の作業ラインの終点方向３００とは一致しないので、両者を機械的に一
致させるように走行するという運転手法を利用することはできない。したがって、このよ
うな曲線の作業ライン３０８の場合にこそ、走行ラインに沿うようハンドルを戻す方向３
０４を示すことは、操作者にとって運転上特に有用となる。
【０１５０】
　図２２には、実際の圃場の画像上で上述した３種の矢印の表示がなされている例を示す
説明図が示されている。この図では、圃場３０８中をトラクタ２０ａが走行している様子
が描かれている。この図２１においても、作業ラインの終点方向３００と、現在もしくは
予測した進行方向３０２と、ハンドル操作用目標車体方向表示３１０も示されている。こ
のハンドル操作用目標車体方向表示３１０は、上述した目標車体方向の表示の好適な一例
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であり、図２１における走行ラインに沿うようハンドルを戻す方向３０４と同様の表示で
ある。このような表示において、二つの矢印（作業ラインの終点方向３００と現在もしく
は予測進行方向３０２）を合わせるようにハンドルを操作すれば目標ラインにあわせるこ
とができる。なお、ハンドル操作用目標車体方向表示は、図２２に記述しているように、
操作者が、その表示／非表示を選択することができる。
【０１５１】
　（４）走行結果における重複部分の表示
　また、本実施の形態にかかるガイダンスパート２０は、走行した箇所（作業した領域）
を画面上で表示し、操作者が視認可能にしている。具体的には、そのトラクタ２０ａに取
り付けられているトラクタの幅が、作業の幅であると認定し、トラクタ２０ａが走行した
ラインの両側のこの作業幅の領域の部分が、作業をした領域（作業済み領域）であると認
定している。そして、この作業済み領域について所定の色彩を付した表示を画面上で行い
、操作者に、これまで作業をした作業済み領域を画像的に知らせることが可能である。
【０１５２】
　この際、既に走行した箇所（作業済み領域）と、新たに走行した箇所（新たに作業した
領域）とが重複する場合は、別の色彩をその重複した領域に付して表示を行うことが好適
である。これは、要するに、走行した領域（作業した領域）が、過去において走行した領
域（作業した領域）と重なってしまった部分である。
【０１５３】
　一般に、ガイダンスライン自体は、重複が原則として「０」となるように設定される。
これは、例えば農薬散布等において、重複して農薬を散布することが好ましくない場合も
想定されるからである。また、肥料等の散布においても、与えすぎが返って好ましくない
結果となる場合も想定されるからである。したがって、圃場内のガイダンスラインの間隔
は、一般にはトラクタとの幅と一致するように、ガイダンスラインが設定される。
【０１５４】
　本実施の形態におけるガイダンスシステムのガイダンスパート２０は、このように、走
行した箇所（作業した領域）を画面上で、所定の色彩を付して表示する事で、操作者に、
作業済みの領域を視覚的にわかりやすく示すことが可能である。このような画面の例が図
１７に示されている。このような色分けの表示によって、作業を施した領域、過去の作業
領域に重なって作業した領域等を識別することが可能である。このような各領域の識別は
、後述するように作業記録として保存、帳票として保存等することが可能である。この結
果、今後の作業の参考に資することが可能である。帳票のより詳細な説明については、後
述する「第９．実際の走行データに基づく圃場データの作成」において詳細に説明する。
【０１５５】
　ガイダンスパート２０がこのような表示をする結果、操作者は、自分のトラクタ２０ａ
が、過去の作業した領域と重複せずに適切に走行しているのか、それとも、蛇行等が生じ
て重複しているのかを視認する事ができる。
【０１５６】
　第４．他ルートの走行、ガイダンスモードの切り替え
　また、ガイダンス途中で、ターゲットとするガイダンスラインとは、異なる他のライン
で作業したい場合も生じる。このような場合、本実施の形態のガイダンスシステムは、ラ
インを切り替える事が可能である。
【０１５７】
　ガイダンスモード
　例えば、直線ガイダンスの他、カーブガイダンス、周回ガイダンス、直近の走破済み箇
所に沿ったガイダンスの計４種類のガイダンスモードが備えられている。このようなガイ
ダンスモードの説明図が図１３に示されている。
【０１５８】
　図１３（１）は、直線ガイダンスの概念を示す説明図であり、上述したように始点（Ａ
）、途中点（Ｂ）、終点（Ｃ）等に基づいて、ガイダンスラインを構成する（圃場内の）
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個別のラインが形成され、それらを枕地における接続のライン（図１３中で破線で表示さ
れている）とすることによって、全体のガイダンスラインが構成される。図１３（２）は
、カーブで構成されたラインを構成要素とするガイダンスラインを用いたカーブガイダン
スの説明図である。図１３（３）は、直近の走破済み箇所に沿ったガイダンスラインを用
いるガイダンスの原理を示す説明図である。また、図１３（４）は、圃場内を周回するよ
うに構成されたガイダンスラインを用いる周回ガイダンスの原理を示す説明図である。
【０１５９】
　直線ガイダンス
　さて、直線ガイダンスの場合、５種類の走行パターンから、操作者は、作業に応じて１
つを選択することができる（図１４参照）。
【０１６０】
　直線ガイダンスは、図１４（１）に示すように、圃場内の複数のラインを、枕地中の連
結路（ライン）で結ぶことによって、全体のガイダンスラインを構成している（図１３（
１）中、連結路が破線で示されている）が、結び方によって、種々のガイダンスラインを
構成することができる。本実施の形態のガイダンスシステムにおいては、図１４に示すよ
うな５種類のガイダンスラインの構成をすることができる。
【０１６１】
　図１４（１）では、最初に圃場内のラインを２個のラインを飛ばして前のラインに飛び
、１個飛ばした後ろのラインに戻って走行（作業）を行う。次に、３個のラインを飛ばし
て前のラインに飛び、２個飛ばした後ろのラインに戻って走行（作業）を行う。次に、３
個のラインを飛ばして前のラインに飛び、１個飛ばした後ろのラインに戻って走行（作業
）を行う。以降、この繰り返しを最後まで続ける。
【０１６２】
　図１４（２）では、圃場内のラインを１本走行（処理）を終えた後、枕地で作業の幅分
のＵターンを行い、隣接するラインにそのまま進行して走行（処理）を続けるのである。
【０１６３】
　図１４（３）では、最初に圃場内のラインを１本ずつ飛ばして走行（処理）を行い、端
部まで走行をした後、飛ばしたラインを走行（処理）しながら出発点側まで戻る手法であ
る。
【０１６４】
　図１４（４）では、圃場の外側のラインを走行（処理）していき、順次内側のラインを
走行（処理）していく。最後に中央のラインを走行（処理）して、終了する。
【０１６５】
　図１４（５）では、最初に圃場内のラインを３個のラインを飛ばして前のラインに飛び
走行（処理）を行った後、２個飛ばした後ろのラインに戻って走行（作業）を行う。次に
、再び、３個のラインを飛ばして前のラインに飛んで走行（処理）を行った後、２個飛ば
した後ろのラインに戻って走行（作業）を行う。次に、再び、３個のラインを飛ばして前
のラインに飛び、２個飛ばした後ろのラインに戻って走行（作業）を行う。次に、３個ラ
インを飛ばした先のラインに移動して走行（処理）を行う。以降、この繰り返しを最後ま
で続ける。
【０１６６】
　本実施の形態では、直線ガイダンスの場合、このような５種の走行パターンから選択す
ることができる。　
　また、後進動作を極力なくすため、旋回半径×２（直径）以上となるよう、自動的に数
本ライン飛ばしていく処理があると好適である。このように、ある程度の距離を置くこと
によって、枕地における連結路（ライン）を、Ｕ字型とすることができ、いわゆる後進動
作を避けることができる。
【０１６７】
　第５．枕地におけるライン（連結路）
　これまで、圃場中の作業ラインを複数個設定し、それらの間を連結する枕地の連結路（
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ライン）を設定し、これらから全体のガイダンスラインを構成する技術を説明した。本章
では、枕地における連結路（連結のためのライン）の求め方を説明する。
【０１６８】
　なお、上述したように、圃場とは、枕地と作業エリアとから構成されている。作業エリ
アにおけるガイダンスラインが作業ライン（又は、単にラインとも呼ぶ）である。
【０１６９】
　まず、本実施の形態のガイダンスシステムは、枕地においてトラクタ２０ａが旋回する
連結路のパターンを３種類用意し、また圃場中の作業ライン（つまり、連結する対象とな
るライン）間の距離に応じて自動的に切り返しが必要な場合は、それに適した旋回ライン
が求められ、求められたその連結路の形状が画面上に表示される（図１５）。
【０１７０】
　まず、旋回するパターンとしては、本実施の形態のガイダンスシステムは。図１５（１
）、図１５（２）、図１５（３）の３パターンを用意している。ライン間が広い場合は、
図１５（３）に示すパターンが好ましい（図１５（４）参照）。ライン間が狭くて、切り
返しが必要な場合は、図１５（２）のパターンが好ましい。次のラインに進入する際、な
るべく直線的に進入する方が好ましいからである。また、枕地の幅が狭く、図１５（２）
のパターンが採用できない場合は、図１５（１）のパターンが採用される。このようにし
て、条件によって適切なパターンが自動的に算出され、ガイダンスラインとして採用され
る。この算出は、基本的に定義パート１０側のコンピュータ１０ｂで算出されるが、一度
定義したガイダンスラインを、ガイダンスパート２０側の専用端末２０ｂが再計算して求
めることも好適である。圃場の現状の状態を見て、切り返しパターンを変更する必要があ
る場合を考慮したものである。
【０１７１】
　第６．カーブガイダンス
　カーブガイダンスの場合、２種類の走行パターンから、作業に応じてどちらかを選択す
る。この２種の走行パターンは、図１４（２）と、図１４（３）のパターンであり、操作
者がいずれかを選択することができる。すなわち、一本ずつ隣のライン（作業ライン）を
作業するパターンと、１本飛ばしで作業するパターンの２つである。
【０１７２】
　上述したアドバンスモード（マップベースガイダンス）においては、上述した５種のス
トレートガイダンスを選択することができる。これに対して、カーブガイダンスは、シン
プルモードのガイダンスとなり、上記２種の走行パターンを操作者が適宜選択できるよう
に構成している。
【０１７３】
　カーブガイダンスの場合、ガイダンスラインを構成する各作業ラインは、直線（線分）
、又は、曲線（弧）、のいずれかである。すなわち、直線と、曲線とを連結させて、ガイ
ダンスラインの全体が構成されている。このようなガイダンスラインの一例の様子を示す
説明図が例えば図１８に示されている。図１８は、トラクタ２０ａの走行軌跡からガイダ
ンスラインを求める様子を示す説明図でもあるが、その動作については後に詳述する。
【０１７４】
　第７．前回のガイダンスの続行機能（作業継続モード）
　本実施の形態にかかるガイダンスシステムは、前回の走行（作業）の続きからガイダン
スを続行することも可能である。
【０１７５】
　まず、前回作業した最後の位置までナビゲーションを行い、更にそこから別のガイダン
スパターンで作業を継続する事を可能とするものである。例えば、所定のガイダンスがそ
の日の１日で終了しなかった場合は、作業の終了時に本システムの電源をＯＦＦする際に
、自動的にガイダンス途中であれば、その途中の圃場データを記憶装置に保存しておくの
である。次回（例えば翌日）に作業を再開する際に、本ガイダンスシステムの電源（専用
端末２０ｂの電源）を投入すると、前回途中で終了したガイダンスの有無が調べられ、途
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中のガイダンスのデータが記憶手段中に存在すれば、その旨のメッセージを画面に表示し
、操作者に前日（又は前回）のガイダンスの再開に関する情報を提示する。
【０１７６】
　このように、通常の農作業の動作において、作業が１日で終了せず、翌日（又は次回）
にその続きを行う場合を「作業継続モード」と呼び、その機能を作業継続モード機能と呼
ぶ。この機能によって、前日（前回）の作業データを選択することになる。
【０１７７】
　第８．リカバリー機能（上記の作業継続モードは別の機能）
　またハードウェアのトラブルなどで、正常にガイダンスを終了できなかった場合でも、
システムの再起動後に自動的に前回の作業を継続できるリカバリー機能を有する。　
　このリカバリー機能は、ユーザーが誤ってガイダンス中に電源を落としてしまった場合
の復旧措置であり、上記作業継続モードとは別の機能である。リカバリー機能が働くまで
のフローを図１６に示す。
【０１７８】
　この図に示すように、専用端末２０ｂが起動すると、まず、ガイダンスソフトウェア２
０ｅが起動する（ステップＳ１６－１）。
【０１７９】
　起動後、まず、テンポラリファイルが専用端末２０ｂ内の記憶手段中に残存しているか
否かが確認される（ステップＳ１６－２）。確認の結果、残存していれば、ステップＳ１
６－３に処理が移行し、残存していなければ、ステップＳ１６－６に処理が移行する。
【０１８０】
　ステップＳ１６－３においては、テンポラリファイルが残存しているので、このテンポ
ラリファイルを読み込む。
【０１８１】
　ステップＳ１６－４においては、前回の作業を継続するか否かが操作者に質問される。
これは、専用端末２０ｂの画面上に「前回の作業を継続しますか（Ｙ／Ｎ）」等のメッセ
ージを、Ｙボタン、Ｎボタンとともに表示することによって実行される。操作者がＹボタ
ン（ＹＥＳボタン）をタッチした場合は、ステップＳ１６－５に処理が移行し、操作者が
Ｎボタン（ＮＯボタン）をタッチした場合は、ステップＳ１６－６に処理が移行する。
【０１８２】
　ステップＳ１６－５においては、前回の軌跡データが無事であればその内容を読み込む
。ここで、軌跡データとは、実際にトラクタ２０ａが走行した軌跡のデータである。
【０１８３】
　ここで説明しているリカバリー機能は、途中で専用端末２０ｂがシャットダウンした場
合を想定しているので、必ずしも、軌跡データが無事である保証はない。ここでの軌跡デ
ータはいわゆるログファイルの一部である。前回の軌跡データが消失しており、読み込め
ない場合は、ガイダンスを最初からやり直すことになる。もちろん、その場合は、操作者
の記憶に基づき、ガイダンスされているガイダンスラインの途中からトラクタ２０ａを走
行させる等の処理を行うことが妥当であろう。
【０１８４】
　さて、ステップＳ１６－６においては、前回作業を継続しないので、ガイダンスモード
の選択画面に移行し、通常の動作通り、操作者がガイダンスモードを選択して、それに基
づくガイダンスを行う処理に移行する（ステップＳ１６－７）。
【０１８５】
　ステップＳ１６－７においては、ガイダンスが開始される。このガイダンスの動作はこ
れまで説明したとおりである。
【０１８６】
　ステップＳ１６－８においては、ガイダンスを行いながら、圃場データをテンポラリフ
ァイルに逐次保存する。このテンポラリファイルは、上述したように、ログファイルであ
り、トラクタ２０ａの軌跡データを含むファイルである。もし、ハードウェア障害等によ
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って、専用端末２０ｂがシャットダウンした場合は、次回の起動時にテンポラリファイル
が保存されているか否か確認し、継続処理を行う場合は、前回の処理の継続が実行される
。
【０１８７】
　ステップＳ１６－９においては、ガイダンスが終了し、上記テンポラリファイルが削除
される。これによって、起動した後、テンポラリファイルがないことを以て作業の途中で
はなかったこと、途中でシャットダウンしたわけではないことを確認することができる。
【０１８８】
　第９．実際の走行データに基づく圃場データの作成
　専用端末２０ｂ上で起動するソフトウェアであるガイダンスソフトウェア２０ｅは、圃
場データを作成する機能をも備えている。
【０１８９】
　上述したように、本実施の形態では、基本的には、圃場データは、定義パート１０にお
いて、マネージャーソフトウェア１０ａを用いて、ＧＩＳの地図データを利用して、圃場
データを作成していた。
【０１９０】
　本実施の形態のガイダンスシステムでは、さらに、実際の圃場において、複数点もしく
は周回ガイダンスで得られた連続的な曲線データを、ＵＳＢメモリなどの媒体を通じて、
マネージャーソフトウェア１０ａに取り込むことによって、圃場データを生成する事も可
能である。すなわち、周回もしくは点群データを圃場データとして定義し、さらに地図デ
ータとなるシェープファイルに保存することができる。また、本実施の形態のガイダンス
システムは、別のシステムなどから持ち込んだ点群データを圃場データとして定義するこ
とができる。
【０１９１】
　この場合、上述したガイダンス作業で得られた走行データ（軌跡データとも呼ぶ）は、
各ガイダンス毎、各走行（作業）毎に、ファイルに保存されている。そこで、操作者は、
適宜、走行データを読み出して、外部のＵＳＢメモリなどの媒体に保存することができる
。このＵＳＢメモリを、定義パート１０に移行して、そこから圃場データを生成すること
も好適である。
【０１９２】
　ここで、定義パート１０にマネージャーソフトウェア１０ａは、上記ＵＳＢメモリから
取り込んだ作業データ（走行データ、軌跡データとも呼ぶ）に基づき、作業面積、作業時
間を把握でき、それを帳票として作成保存できる。このようにして保存した作業データの
一例が図１７に示されている。
【０１９３】
　帳票には、上述した走行軌跡の状態や、作業の重複（の有無）等の他に、圃場自体の面
積に対する走行した作業面積を求めて記入することが好ましい。また、作業時間、平均速
度、等の情報も含めておくことが好ましい。このような情報を含めることによって、実際
の面積に対して、ＧＮＳＳ受信機で得られた走行軌跡から求めた作業面積が妥当な作業で
あるか否かの判断の基礎となる指標とすることができる。また、この指標は、農業を行っ
ている法人等にとって有効な指標となる。また、帳票は農家向けのデータでもあるが、む
しろ、農家から土地を借りて法人経営する組織等にとって有用な情報・機能となると考え
られる。
【０１９４】
　第１０．走行データからガイダンスラインを求める
　本実施の形態にかかるガイダンスシステムは、トラクタ２０ａの走行データ（軌跡デー
タ）から、ガイダンスラインを求めることも可能である。この場合の動作の説明図が図１
８に示されている。
【０１９５】
　図１８に示すように、トラクタ２０ａの走行データ１００は、トラクタ２０ａの一定時



(27) JP 6031491 B2 2016.11.24

10

20

30

40

50

間毎の位置データ（座標データ）の集合体である。このデータは、圃場データの作成に用
いられることは上述したとおりである。図１８において、この走行データは丸印の連なり
として表示されている。
【０１９６】
　本実施の形態では、この走行データ１００に基づき、ガイダンスラインを作成する機能
を備えている。このような機能によれば、実際の走行に基づき、ガイダンスラインを作成
することができるので、より実践的なガイダンスラインを構成することができると考えら
れる。
【０１９７】
　実際のガイダンスラインの作成は、図１８に示すように、走行データ１００のトラクタ
２０ａの位置情報を単につなげて作成したラインと近似するように、曲線（弧）と、直線
（線分）とを連結させて、近似ラインを構成することによって、ガイダンスラインを自動
作成している。
【０１９８】
　このようにして作成したガイダンスラインは、請求の範囲の、近似した経路であるガイ
ダンスラインの好適な一例に相当する場合がある。
【０１９９】
　例えば、図１８に示した例では、走行データ１００と近似するように求められたガイダ
ンスライン１０２は、弧１０４、弧１０６、弧１０８、線分１１０、弧１１２、弧１１４
、弧１１８、弧１２０、弧１２２、弧１２４、とから構成される。弧１０４は、頂点２０
４を頂点とする弧であり、弧１０６は頂点２０６を頂点とする弧である。また、弧１０８
は頂点２０８を頂点とする弧であり、線分１１０は頂点２１０を頂点とする弧であり、弧
１１２は頂点２１２を頂点とする弧であり、弧１１４は頂点２１４を頂点とする弧である
。また、弧１１８は頂点２１８を頂点とする弧であり、弧１２０は頂点２２０を頂点とす
る弧である。また、弧１２２は頂点２２２を頂点とする弧であり、弧１２４は、頂点２２
４を頂点とする弧である。このようにして、走行データ１００に対するいわば近似曲線を
求めて、ガイドライン１０２として利用するものである。
【０２００】
　なお、本実施の形態では、線分と円弧（弧）を連結して近似曲線を求めたが、他の種の
曲線（スプライン、ベジェ等）を用いても好適である。
【０２０１】
　このような走行データ１００に基づくガイダンスライン１０２の算出は、ガイダンスパ
ート２０が行ってもよいし、また、走行データ１００を受け取った定義パート１０側が行
っても好適である。
【０２０２】
　第１１．変形圃場の入力と、その変形圃場の形状に基いてガイダンスラインを求める
　本実施の形態において、これまで述べたガイダンスシステムは、複数の辺からなる多角
形の形状の圃場を入力することができる仕組みを説明してきた。しかし、本実施の形態の
ガイダンスシステムは、いわゆる自由形状で圃場の形状を入力することも可能である。
【０２０３】
　このような自由形状の圃場の入力は、定義パート１０において行われる。自由形状は、
操作者が圃場の形状を、種々の自由曲線を入力することによって行われる。自由曲線とし
ては、従来知られている種々の曲線を利用することができる。例えば、ベジェ曲線や、ス
プライン曲線等の他、操作者が入力した頂点を順次連結するような弧等の曲線群でもかま
わない。そして、このような曲線で囲まれた領域を、圃場として登録するのである。従っ
て、入力した自由曲線が閉じた曲線である必要がある。このようにして入力した自由形状
の圃場を圃場データとして定義するのである。
【０２０４】
　一方、ガイダンスパート２０は、このような自由形状の圃場データに対するガイダンス
ラインを生成する。ガイダンスラインは、圃場の形状（輪郭）である自由曲線になるべく
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沿うような曲線で構成される。具体的には、圃場の外周部では、圃場の形状に合わせた曲
線で作業ラインを形成し、圃場の内周部に向かうに従って、漸近的に直線ラインとなるよ
うに、作業ラインを形成していくのである。このような作業ラインの集合帯としてガイダ
ンスラインが形成される。
【０２０５】
　なお、外周部とは、圃場の領域の内部の領域であって、圃場の形状の線（輪郭）に近い
領域をいう。また、内周部とは、圃場の形状の線から遠い部分、言い換えれば、圃場中心
に近い部分の領域をいう。
【０２０６】
　このような作業ラインの生成の様子を示す説明図が図１９に示されている。この図に示
すように、自由曲線によって定義された圃場の形状である自由曲線５００、５０２に対し
て、形状がなるべく合うように作業ライン５０４、５０６、がそれぞれ形成される。図に
示すように、作業ライン５０４は、４本位かけて中間で直線に修正されていく。すなわち
、外周部から内周部に移行するにつれて、なめらかに直線に移行していくのである。同様
に、作業ライン５０６も、漸近的に徐々に直線に修正されていく。これら作業ライン５０
４、５０６の修正間隔区間は５～２０ｃｍで設定される。このようにして、漸近的に直線
に移行していき、圃場の中央に近い内周部では、直線状の作業ライン５０８が設定される
。このようにして、外周部では、圃場の形状になるべく沿うような曲線で作業ラインを形
成し、中央部に移行するにつれて漸近的に直線の作業ラインに移行させる。この結果、よ
り滑らかで走行しやすいガイダンスラインが得られる。
【０２０７】
　第１２．本実施の形態にかかるガイダンスシステムのその他の特徴
　（１）トラクタ以外の機械
　本実施の形態では、農作業を行う機械の例としてトラクタ２０ａを説明したが、他の種
類の機械でも同様に適用することができる。例えば、田植機、耕耘機、コンバイン等でも
利用可能である。また、トラクタ２０ａに各種アタッチメントが取り付けられれば、その
都度、作業幅が異なるものとなるが、作業幅を変更した圃場データを作成すればよい。
【０２０８】
　（２）専用端末２０ｂ
　上述した実施の形態では、タブレット型コンピュータの例を示したが、他の形態の端末
を利用することも好適である。簡易的にはいわゆるスマートホン型でもよいし、また、ノ
ートパソコンのような形態も好適である。また、トラクタのダッシュボードに埋め込まれ
た端末でも好ましい。
【０２０９】
　上述した実施の形態では、操作者の操作方法や入力方法は、タッチパネルを用いる例を
示したが、キーボードやマウス等のポインティングデバイスを用いても好適である。
【０２１０】
　また、本発明のガイダンスシステムは、その基本的な機能として、トラクタ２０ａに設
置したＧＮＳＳ受信機２０ｃから得られる現在位置と、経路（ガイダンスライン）と、の
左右のずれ量・ずれ角をリアルタイムに表示する手段を採用している。これによって、走
行結果（農作業結果）の不均一化を防止することができ、その結果、作業効率の向上、ひ
いては農作業の品質向上に寄与するものである。
【０２１１】
　なお、ＧＮＳＳ受信機２０ｃは、請求の範囲のＧＮＳＳセンサーの好適な一例に相当す
る。
【０２１２】
　ここで、トラクタ２０ａの現在位置と、ガイダンスライン中の作業ラインと、のずれ量
・ずれ角を表示するためには、リアルタイムに精度よく位置を求められる計測器が必須で
あり、本発明はＧＮＳＳ受信機２０ｃによる位置情報と、ジャイロセンサー２０ｄによる
方位・姿勢角のデータを合わせて、相互に補間しながら安定した精度でリアルタイムに位
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置を推定・算出するフィルタリング手法を組み込んだガイダンスシステムを提供している
。
【０２１３】
　このフィルタリング手法は、ガイダンスパート２０の専用端末２０ｂ上で稼働するソフ
トウェアによって実現する。ここで採用するフィルタリング手法とは、ＧＮＳＳ受信機２
０ｃが得る位置情報と、ジャイロセンサー２０ｄが得る方位・姿勢角と、の両者のデータ
を相互に補間しながら、ジャイロセンサーのドリフト等を補正をする手法である。なお、
このフィルタリング手法を実現するソフトウェアは、請求の範囲のフィルタリング手段の
好適な一例に相当する。
【０２１４】
　さらに、本実施の形態では、このフィルタリングのためのソフトウェアは、位置情報の
精度が低下した場合には、それまでのトラクタ２０ａの方位や速度に基づき、ジャイロセ
ンサー２０ｄ等の情報や、トラクタ２０ａのタイヤの回転数（トラクタ２０ａの速度）、
ハンドルの切り角、等から、トラクタ２０ａの位置や方位を推定していくのである。
【０２１５】
　第１３．変形例その他
　（１）これまで述べた実施の形態では、定義パート１０とガイダンスパート２０とが別
体に構成されており、ＵＳＢメモリ等を介してデータの受け渡しをする例を示したが、他
の媒体、インターネット等を介してデータの受け渡しを行っても好適である。
【０２１６】
　（２）上述した実施の形態では、定義パート１０とガイダンスパート２０とが別体に構
成されている例を示したが、小規模農場の場合は、小型のタブレット端末で一体に構成す
ることも好適である。その場合は、データの受け渡しは不要となる。
【０２１７】
　ただし、一般的には、定義パート１０が１台で構成し、ガイダンスパート２０は、複数
個備えて、複数の各トラクタ２０に備えさせることも好適であろう。
【０２１８】
　（３）上述した実施の形態では、直線（線分）と曲線（弧）とを組み合わせてガイダン
スラインを作成する例を示したが、他の曲線、例えばスプライン等でも好適である。
【０２１９】
　（４）上述した実施の形態では、地図情報をレイヤに分けることを示したが、このレイ
ヤは、圃場の形状（シャープファイル）以外に、種々のレイヤを採用することができる。
例えば、道路、建物、側溝、障害物、はみ出し禁止エリア等のレイヤが好適である。操作
者の選択によって所望のレイヤのみを表示させることが好適である。
【０２２０】
　例えば、道路レイヤを選択すれば、道路レイヤを背景図として圃場データ中の圃場形状
を表示する事ができる。また、建物レイヤを選択すれば、建物レイヤと圃場形状とを重ね
て表示する事ができる。もちろん、複数のレイヤを選択することも可能であり、道路レイ
ヤと建物レイヤを、圃場形状と重ねて表示する事も可能である。
【０２２１】
　また、トラクタ２０ａが障害物やはみ出し禁止エリア等（以下、障害物等）に近づいた
場合（トラクタと障害物との距離が所定の基準値未満になった場合）に、警告（音声によ
る警告や光やメッセージによる警告等）を発する手段を設けることが好適である。さらに
、迂回路を表示する手段を設けることも好適である。
【０２２２】
　なお、側溝などを含み、進入禁止を意味する進入禁止レイヤを設けて、障害物等をまと
めて登録する場合もある。そして、トラクタ２０ａと、進入禁止レイヤに登録された側溝
等（障害物等）との距離が所定の基準値未満になった場合に種々の警告を発するのである
。また、この場合、迂回路を示す場合もある。
【０２２３】
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　（５）中抜きした内側ポリゴンの迂回
　また、トラクタ２０ａが、いわゆる中抜きした内側ポリゴン４０２に近づいた場合（ト
ラクタと内側ポリゴン４０２との距離が所定の基準値未満になった場合）に、警告（音声
による警告や光やメッセージによる警告等）を発する手段を設ける場合もある。この内側
ポリゴン４０２に関する説明図が、図２３に示されている。
【０２２４】
　この内側ポリゴン４０２は、圃場の内部に高圧電線等のトラクタ２０ａが作業不可とな
る領域がある場合に、その領域を作業対象に含めないために設けたものである。したがっ
て、トラクタ２０ａがその内側ポリゴン４０２の領域に近づいた場合に、上記障害物等と
同様に、警告を発する場合がある。また、警告とは別に、又は警告とともに、迂回路を操
作者に提示する場合もある。これら警告手段や提示手段は、上記（４）で述べた警告手段
・提示手段と同様の手段を使用する。具体的には、専用端末２０ｂ上で動作するソフトウ
ェアと、スピーカやブザー等から警告手段が構成される。また、専用端末２０ｂ上で動作
するソフトウェアと、迂回路を表示するディスプレイとから、提示手段が構成される。
【０２２５】
　なお、中抜きした内側ポリゴン４０２のために、地図データ（圃場データ）に、中抜き
レイヤを設けて、この中抜きレイヤに内側ポリゴンを登録する事が好適である。中抜きレ
イヤには、ポリゴンではないその他一般的な中抜きエリアも合わせて登録することが好ま
しい。そして、トラクタ２０ａが、この中抜きレイヤと所定の基準値未満に近づいた場合
に、上述したように、所定の警告を発したり、及び／又は、迂回路を表示すること、等を
行うことが好ましい。
【符号の説明】
【０２２６】
　１０　定義パート
　１０ａ　マネージャーソフトウェア
　１０ｂ　コンピューター
　２０　ガイダンスパート
　２０ａ　トラクタ
　２０ｂ　専用端末
　２０ｃ　ＧＮＳＳ受信機
　２０ｄ　ジャイロセンサー
　２０ｅ　ガイダンスソフトウェア
　１００　走行データ
　１０２　ガイダンスライン
　１０４、１０６、１０８、１１２、１１４　曲線（弧）
　１１６、１１８、１２０、１２２、１２４　曲線（弧）
　２０４、２０６、２０８、２１２、２１４　頂点
　２１６、２１８、２２０、２２２、２２４　頂点
　３００　走行中の作業ラインの終点方向
　３０２　現在もしくは予測した進行方向
　３０４　走行ラインに沿うようハンドルを戻す方向
　３０８　圃場
　３１０　ハンドル操作用目標車体方向表示
　４００　外側のポリゴン
　４０２　内側のポリゴン
　５００、５０２　圃場の形状である自由曲線
　５０４、５０６、５０８　作業ライン
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